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物語るのであって，農家経済の向上改善が著しく困難に

なって来た。そこでどうしても農業櫛造を改善しなけれ

ばならない。こういうことが農業の基本問題を登場させ

た理由である。そして農業構造の改善ということは当

然，農村人工の流出ということになって表われる。すな

わち第2次，第3次産業の就業者増大のための給源と考

えられていることである。このような農業織造の改善は

直ちに林業生産祷造にも大きな影響を及ぼすものであ

る。しかも最近のわが国の木材需要供給の動向はまこと

に奨慮に耐えない。林業の基本問題が農林漁業基本調査

会においてとり上げられたのは当然なことであるが，率
直にいって林業の基本問題は農業基本問題にひきずられ
て出てきたように象える。

林業埜本問題健初め，中央森林審議会の林業問題調査
部会において，木材需給問題と国有林のあり方などを中

心として審議されていたが，昨年3月22日の農林漁業

華本問題調査会の第8回総会に中央森林群議会の審議概

要が説明された。同時に調査会事務局から「汰業基本問
題に関して検討を要する事柄」その他の資料が提出さ

れ，ほぼ林業基本問題の輪郭が明らかとなった。そして

調査会の林業部会でば二つの小委員会を設け，第1小委

員会が林産物の需給，生産政策等の問題をとりあげ，第

2小委員会が林業所得，林業椴造，農山村の就業構造等
の問題をとり上げて零織を進めていった。このように林

業部会の群議は林産物需給と林業所得との二つの問題を
林業韮本間題の柱として行なわれた。そして9月14日

｢林業の基本問題

と基本対策」について
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1．はしがき

『林業の基本問題と基本対策」が昨年10月答申され

てから，関係各界に大きな反響をまき起しているようで

ある。しかしその反響は策申内容について部分的には読

者の主観的解釈によって必要以上に深刻に考えられてい

る面もあるかとも思われる。それというのもこの答申の

内容構成がやや複雑であり，かつ長文であるということ

にもよるであろう。童た案外関係者であっても，以上の

ような理由によって答申の全文を読んでいない方も多い

と考えられる。ここに本誌の編集部が答申の解説をとり

あげたゆえんは読者諸賢に本答申の内容をなるべく正確

に把握していただくという趣旨に韮づくと考えられる。
従ってここでは本答申に対する批判や問題をとりあげて

いないことをあらかじめお断りしなければならない。

2．林業基本問題の起こりとその理解

林業の基本問題がどうして起こったかということはい

うまでもなく近年における国民経済の著しい成長率の中
で，農業，林業，漁業という第1次産業と第2次，第3

次産業との間に著しい格差が生じて来たことに華づくの

である。しかも同じ第1次産業についても農業林業およ

び漁業を個盈にぷると，それぞれの成長率は異ってい

る。この実態は第1図によって明らかである。農業が鎧
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兼岩：「林業の基本問題と基本対策」について －

生産所得の比重は非常に低い。特に問題となったの朧私
有林の所有階層差が著しいために生ずる所得格差であ

り，業種別にみた場合に勤労所得と個人業種所得とには
明瞭な相違が承られる。ここに林業所得の分配構造が第
2の問題としてとり_上げられたゆえんがある。

4．．林政の方向と指標

林業の挫本問題が以上の二つにしぼられたので，次に
これに対する対策が考慮されるのであるが，この対漿を

打ち出すに当っては，その対策の基調をどこにおくか，

林政の方向をどのように向けるかについて決めておかな
ければならない。その主なる項目ほ第1図に掲げたもの

である。第1は木材生産の増大と生産性向上である。従
来の林政の基調は資源政策であり，森林維持政策であっ
て，一応時代的な要求を満して来たということができる

が，溌近の異常な需要機造においては不十分となって来

た。短期の生産増大が必要となって来た。これをどうし

てやるかということが一つの問題である。次に林業の長

期性から詮てある程度の長期の生産性向上を考えなけれ
ばならない。そしてこの生産向上については土地生産性
と労働生産性の考慮が必要である。今後の林業生産は労
働生産性のあげうるような集約的林業を目標としようと
いうのである。

第2は所得分配構造の改善と就業者所得の均衡的増大
である。山村における個別経済において大山林所有者と
零細所有者との山林所得の差は著しいことは種盈な資料
によって明らかである。また素材生産や木炭生産に従事
する者の収入はほとんど勤労所得であるが，林業の勤労
所得を他産業の勤労所得と比較するとその格差はいよい

よはなはだしくなっている。このような絡差を縮少する
ことが対漿としてとられるべきであり，その対策の方向
としてば前者については零細所有の解消と合理的な家族
経営の育成であり，後者については賃金水準を上昇させ
るために労働生産性を高めなければならない。

第3は上記の方向を実現する手段とも考えられること
としてff)合理的家族経営の育成(ﾛ)企業的大林業経営

の育成例試験研究，技術普及強化の項目がとり上げら
れている。㈹については家族労力による適正経営規模を
目標とし，その育成のためには国有林，公有林などの活
用が考えられる。(ﾛ)については従来，ともすれば財産保
持的，粗放的経営に落入りやすい大所有を，賃金水準-上
昇にも耐えうる集約的企業的経営に方向づけようという
ことである。nこれらのために臓高度の経営技術を必要
とし，林業機械化，早期育成林業その他の試験研究を促
進し，技術の普及が前提条件となる。

，第4としてこれらのことに関連して整備されなければ

に両小委員会の合同小委員会が開かれ，答申案の原案が

作成された。

答申された林業の基本問題は次のように理解され，対
策の方向づけが行なわれている。第2図のようである。

3．林業の基本問題の二つの柱

第2図によってゑられるように第1の問題は林産物需
要柵造の変化と供給の対応の仕方にある。般近の林産物
の需要の変化は著しく，一方においては用材需要が伸び
ているが，中でもパルプ用材のような消耗財生産のため

の木材の比重が増加しておるが，他方においては薪炭の

需要の減少が急ピッチである。これに対して供給は必ず
しも弾力的に対応しえないというところに種左な歪曲を

生ぜしめているのである。木材の供給基雛としての蓄積
の減少もさることながら，民有林および国有林の木材供

給の体制が整っていない。民有林の経営椴造は多くのも
のが非企業的，財産保持的性格をもっている。そしてそ

の伐採性向は工業生産物とは逆の現象を生じ易い。すな

わち需要増→価格上昇→生産増加ではなくして，材価_上
昇→伐採減少ということもみ受けられるのである。また

国有林についてもその面積は3分の1，蓄積2分の1を
占めているにもかかわらず，木材生産増加を初め価格調
節の役割をほとんど果していないのである。こうした点
に鰻も重要な基本問題が存在するのである。第2の問題
は林業所得のすう勢と分配の不均衡という点にある。こ

の問題は農業基本問題が他産業の所得との格差を問題と
したのに対して，林業は内部における不均衡が問題とし

てとり上げられた。林業所得については生産国民所得と

しての伸びば前記のように著しいが，その伸長は山林所

得にあるのであって，しかも山林所得は主として立木価
格の上昇に基因しているのが現状である。第3図にみら
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兼岩：「林業の基本問題と基本対策」について

10年後20年後

用材6,100～6,600万nf6,600～7,800万nf

木炭100～110万ton80～90万ton

薪材1,200万層積nf950万層積㎡
経済成長率上限7％（初めの10年）6％（後の10年）

下限6％4％

この数字を基礎として供給政策が考えられ，第4図に

示すような諸方策があげられた。この場合木材生産の成

長率は2.5％としてこれに応じた木材供給の増加方策が

とられている。しかし現実の木材需要ほそう簡単に充足

しえられそうもない。特に今後霞すますパルプ用材など

消耗材の需要は増大するであろう。用途別の木材消費量

ならない事項がある。ff)国民有林を通じての行政運営の

合翻上である。(ﾛ)基本対策としての生産政紫と椛造政策

とは別個の対策ではなく，相互に関連し補合するもので

ある。ヤリ行政投融資は新しい対策に対応してゆくべきも

のである。倒木材価格，流通政策の必要性。鮒土地高度

利用の立場から土地利用区分を明らかにし，林政と農政

との関連事項を調整する。国土保全についても軽視でき

ない。＃、)一般経済政策との関係を重視し，農山村人口，

木材関連産業，貿易自由化については今後の対譲の基調
として考慮せざるをえないことである。

5．生産政策

生産政策は基本対策の最も重要な柱を形成し，木材生

産の増大と生産向上とを目標として具体的な施策が策定

される。その前提として林産物需給の見とおしが必要で

ある。そして民有林および国有林の施策が考えられ，さ

らに輸入および流通政策が太い線で結ばれる。この状況

は第4図のように表わすことができる。

(f)林産物需給の見とおし

生産政策の目標をどのように確定するかのためには，
どうしても林産物需要の見遠しをしなければならない。
需要については一応用材と薪炭材とに大別して考え，そ
の10年後および20年後を予測している。将来の見と

おしとしては最近のように日盈変化する需要榔造では20

年ほ長すぎるが，林業の長期性から一・応推定されたよう
である。需要量については今後20年間の経済成長との
関係から次のような数字が示されている。
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I．

民有林施策
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経営構造育成

森林計昌制度

造林施策

林道事業
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森林組合
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｢林業の基本問題と基本対策」について兼 岩

の推移を承ても第5図のように明らかである。従って木

材価格の径級格差が非常に縮少して請り，短伐期林業に
有利となって来た。第6図に示すとおりであるが，これ

考えられるが，これは民有林と国有林とに分けて策定さ

れている。

（ﾛ）民有林の生産政策

これについては四つの大きな項目があげられている。

森林計画制度の改善一一現行の森林計画制度を改善し

て生産端大，生産性向上にマッチした経営計画を各階層

にもたせ，積極的な経営施業を行なわせる。特に大所有

者の伐採性向の改善をこれによって期待し，伐採調整資

金を廃止して新らたに森林担保金融制度を制定する。

造林施策一造林の補助と融資とについて再検討を加

え，補助力朧階層別に小規模経営者を主体とし，拡大造

林，新技術導入を優先的に取り扱う。融資は大規模再造

林に向ける。造林推進の一方法としてとられた分収造林
については今後は鱗造政策との関係において，家族経営

的林業の育成という立場から妥当な地代水準のもとに拡

大しうるように考えられるであろう。宮行造林について

も再検討が加えられるであろう。

林道事業一従来の林道事業は予算的な面からでなく

開設が停滞しているので，これを大きく改善しなければ

生産贈強は望染えない。そこで融資林道を森林組合の強

化によって期待し，他に大規模な峯越林逆などを林業経

営者の意思に左右されないような習喋主体をもって施行

しようという訳である。

普及事業および森林組合の問題一生産政策を効果的

たらしめるためには育林技術の高鴎上を早く実現するこ

とであるから，試験研究と普及事業とが必要である。ま

た森林組合は民有林の生産政策を遂行するための母体で
あると考えられ，森林組合の生産並びに販売における将

来の役割が期待されている。

例国有林の生産政筬

短期の生産増加については国有林に期待する以外に方

法がないので，従来の経営方針を大転換を図り，保統主

義，安全主義から積極的に天然林の伐採を推進する。そ

して短伐期多収穫の経営方式となし，伐採増加を可能と

しうるように単年度収支均衡の会計原則を修正すると共

に，伐採に先行する林道事業を行ないうるような支出が

考えられる。堂たこれらを可能としうるような国有林の

機織改革も考えられる。

6．構造政策

櫛造政簸の目的は主として林業所得分配辮造の改善と

就業者所得の均衡的増大であって，そのために経営柵造

を改善し，就業椛造を改善することである。同時に生産

政簸にも寄与しうるように考えようという訳である。こ

こで打出している鱗想は何といっても合理的家族経営的

林業における農家を高く評価していることである。概造
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は逆に象れぱ小径木の価格上昇を意味している。この材

価上昇は特にパルプ，紙産業に影響を及ぼし，貿易自由

化が実施された際にはその国際競争力ははなはだ弱いと

いわなければならない。この例をレーヨンバルプの国際

比価にとってみれば第7図のようで，わが国の価格は米

一
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第7図レーヨンバルプの国際比価(トン当りドル）

国，カナダに比較してかなり高い。

このような材価の下では次第に木材消費性向が変化し

て，代替品の進出を可能ならしめるであろう。たとえば

電柱，枕木，坑木などで，これらはふたたび木材需要に

ならない非可逆性があると考えられている。しかしこれ

らの木材利用合理化方策も増大する木材需要の抑圧を緩

和する手段となりえないようである。不足分を補うため

の木材輸入も上限830万nf,下限560方遼を予想し
ているが，大分部は合板用材を中心とするラワン材であ

って，用材需給の緩和には役に立たない。

以上のような見とおしに基づいて具体的に生産政策が
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兼岩：「林業の基本問題と基本対策」について
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政策の多くの紙面をこれにさいている。しかし鱗造政策

はこれのみにつきるのでばなく，他方に索いて私有林の

大規模林業経営者，公有林や国有林の経営的立場につい

ても考慮している。また素材生産構造や木炭生産織造に

ついてもその生産性の増大，近代化についても考慮が行

なわれている。椛造政策は民有林と国有林とに大別して

論じてあるが，実際は私有林，部落有林，公有林，国有

林に分ける方が理解しやすい。これらの森林を中心とし

た政策は第8図のように示される。もちろんこの図は単

爬表面的な面のゑを示したものであるから，このように

直ちに行なわれると判断すべきでない。また実質的には

椛造改善のための経営施策が伴わなければ効果的でな

↓､。この点は図には示しえない。

fi)菰有林の対策

これに対しては自家労力に基づく家族経営的林業と雇

傭労力に依存する大規模経営とが考えられている。前者

腱ついては連年収入ある経営規模を策定し，具体的に農

林あわせての経営の場合の森林保有面積を5～10町歩

に，林業専業の自立林家として20町歩を一応の目安と

考え，そのための規模拡大方法が考えられている。その

対象地としては国有林，公有林，部落有林，および私有

の大所有林があげられる。家族経営農家の選定，利用権

の設定，地価評価その他については別途に法的措置が考

慮されるが，なんらか公共的管理機関が設置されるよう

になっている。大規模所有者については集約的経営によ

る企業化を促進するが，なお粗放経営地が相当残存する

ものに対しては利用権設定，売払等の指示，勧告が行な

われうるようになる。

（ﾛ）部落有林の対策

これには名儀上市町村有，財産区および私有がある。

現在220万町歩に上るが，その半分は薪炭林であり，現

図

在その分解，私権化の方向に動きつつあるので，これを

促進して合理的家族経営に資する方向にもってゆく。

ヤリ公有林の対策

公有林は市町村有林野，財産区および都道府県有林野

に分けられるが，これらはおしなべて地元住民の私経済

を中心とし，地方公共団体の行財政的立場を従とする方

向に進めようとする。まず市町村有林野は現在211万町

歩であるが，50％が薪炭林で必ずしも経営はよくない。

そこで経営不良地を家族経営の育成に向けようという訳

であるが，これには地方自治法上の制約がある。次に財

産区は将来市町村有として直轄地となるべきものである

が，地元住民利用地は家族的経営の対象地とする。都道

府県有林についても同様に考えられている。

目国有林野の対策

これも家族経営的林地として第2種の共用林野，部分

林，第2種の共用林野，境界地，偏在地，小団地などが

あげられている。その他については経営合理化が木材需

給澗節，価裕調節の面から考えられるとともに国土保全

についても考慮が払われている。また行政と経営との分

離問題として公社制度の検討が要請されている。

7．むすび

榊造改善のための経営施策として答申がとり上げてい

るものに技術高度化，素材生産の合理化，協業組織と森

林組合，土地制度などがある。これらについてはあまり

深く堀り下げられていないから，むしろ今後にまつべき

ことかもしれないが，こうした所に本答申の不十分さが

表われているといいうる。
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’ て大きな保険会社でも小会社でも，同率で売り出されて

いる。

保険料率の高いということは，事故率の減少してきて

いることであるが，この蓑までは，料率を下げるか，新

種保険を引き受けるかいずれかの道を選ぶ必要が生れて

来るのである。本年1月1日から売出された〃住宅総合

保険〃もその一つの例であろう。

また，綿紡績業界では，輸入原綿から加工功程の工場

内はもちろん，製品として出るまでの一貫総合保険も検

討され，今年度中に実施される模様である。この考え方

を木材を対象としたものに，伐倒木から集材，運材から

工場土場，さらにチップ化される蓑でを対象としたパル

プー賃保険が目下世界で検討されている。このことは保

険業界か新種保険の開拓にいかに熱意を示しているかを

あらわすものにほかならない。

このたびの森林火災国営保険が，気象災にまで保険事

故の範囲を拡大しようというのほ，今までに記した保険

業界の趨勢とはいささか事情が異なるものである。

森林災害のなかでも，風水害などの気象災害や病虫獣

害憾，造林事業の企業性の確立に大きな障害となってい

ることは昨年の拙稿で記したから省略するが，昨年度の

伊勢湾台風や今年の北陸地方の大雪などによる損害を見

ても，病虫害などのように防除の手段のない気象災の保

険は，林業界の永年の懸案であって民営保険のいわゆる

営業政縦からきた新種保険の引受けとはおのずから異な

るものである。

保険設計というものは，過去の統計資料に基づいて将

来の設計を建てるもので，過去に何百年に一回といわれ

る事故があったとしても，今後当分起らないとはいえな

い。大数の方則が保険の原則であるから，何十年もにわ

たる災害統計資料がなければ，保険設計ができないとい

うのが鉄則だとすれば気象災害の保険はいつになったら

完成するかはわからない。

しかしながら，こういっているうちに，国の指導で毎

年30万町歩以上の民有林の造林がどんどん進められ，

しかも生産性の高い外来樹種も盛んにとり入れられてい

る。

このような傭勢のもとに在りながら，長期間の災害の

資料がないから保険設計は成り立たないとばかりいって

おっては，災害の発生した場合損を見るのは造林者だけ

であろう。

幸い，昭和29年度から国営保険の機織で災害対策資

料調査が進められていた。また27年から31年まで5

カ年間の標本調査資料もあった。6～8年間の資料とし

ては，いささか短いかも知れないが，民間の例から見て

左程短期間でもない。営利事業でない国営保険が実施し

なければ気象災害の保険ばいつ菫で経っても陽の目を見

’
しい森林保険新ら

制度について

|’ ●

一大沼省
一
一
一

－
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まえがき

昨年の本誌四月号（第218号）でご紹介した森林災害

補償制度は，2年越しで実が結び昭和36年度予算の内

示を受け，いよいよ本年4月1日から国営保険で実施さ

れることとなり，目下関係法律案が国会で審議中で，近

く成立のこととなっている（注本法ほ3月15日成立）

この森林災害補恢制度は，現行の国営火災保険と同

様，完全保険方式によることとし，現行の森林火災国営

保険法の保険事故の範囲の拡張その他の改正を行なうと

ともに，法律の名称も聴林国営保険法」と改めること

となったもので，これが今国会に提出された森林火災国

営保険法の一部改正案の骨子である。

法律的には，現行の森林火災国営保険法の一部改正で

あるが，前に記したとおり法律の名称が変更されたよう

に従来の火災オンリーの保険から，世界で初めて気象災

が加わった新らしい保|険制度である。

森林火災保険だけならば，保険の対象がいく分異なる

点はあるが，民営保険でも18社で実施されており，さ

らに昭和31年度からは，全国森林組合連合会で火災共

済も実施されているので，森林火災保険という事業は，

最早軌道に乗ったものといっても良いであろう。

近年保険業界では，新種保険の実施ということが，損

害保険でも，生命保険でも，大きな研究題目となってい

る。

このことは，保険事業の安定ともまた行詰りともいわ

れている。

戦後経済の安定と技術の進歩につれて，人間の平均寿

命も大巾に延びた。また，損害保険のなかで60％近く

を占める火災保険業界でも火災事故の激減という現象が

現われてきている。

従って，保険料率が割高となってきたことは保険事業

の損害率が低下した結果であって森林火災保険だけのこ

とではない。むしろ保険業界に通じた深刻な問題となっ

ているといっても過言ではない。

ちな象に現在民営保険の保険料は，法令によって設け

られた料率算定機関によって定められ，ごく一部を除い

今
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大沼：新しい森林保l険制度について
一一

5月3日までに申諭しなければならない。

”，契約残存期間3月以上のもので2前項(ﾛ)の申講の

なかった契約は，本年6月1日から自動的に火災およ

び気象災の損害がてん補される新しい契約に替わるこ

ととなる。

この場合気象災で損害を被ったものに対しては，過

去の契約当時の料率に応じ保険金額の10割までてん

補されるものと，7割および5割までのものとが決め

られる。この内容は政令で規定されることとなってい

るが，昭和30年3月31日以前の契約は10割，昭

和30年4月1日から33年3月31日までの契約ば

7割，昭和33年4月1日以降の契約は5割となる予

定である。

以上が改正の内容であるが，第15条の小損害不担保

の額は，省令で500円と定められることとなっている。

保険事故に追加される気象災害の種類

新たに引受けるべき保険事故の種類の理論的根拠につ

いては，現段階においては気象災害が適当であること

は，かって本誌に書いたとおりであるが，その後行なわ

れた再調査の結果判明した事故率から見ても，風害，水

害，雪害，旱害，凍害，潮害の6種が選ばれることとな

った。

すなわち調査資料による昭和29年から34年までの

6カ年間の気象災の年平均事故率は千分比で，幼令林

（20年以下）0.846,壮令林（21年以上）で0.607,

林令込象で0.763という数値が得られた。これに対し

ほぼ同期間の火災の事故率は，幼令林0.951壮令林

0.095,林令込0.833であって，火災と気象災の事故率

を合算しても昭和33年度から実施している現行料率の

基礎となった火災事故率に近似していることなどからこ

の資料に蓬づく保険設計の可能性の判定がなされるとと

もに，これによって純保険料率が決められたのである。

気象災には，このほかに種害もあるが損害の実体が明

確でないので今回は除外することとした。

なお，津波は潮害の高潮に一見似ているが地震に起因

して発生するものであるので，現行法のとおり除外する

こととなった。（注損害保険では，地震噴火による損害

は免査とするのが通念となっている｡）

以上の根拠から，6種類の気象災害を保険事故の対象

として追加したが，国営保険という性格から見ても，か

つまたわが国の自然潔境的特質からしても，津波などの

災害を除外するということにば問題があろうし，今後の

この保険の検討すべき課題の一つであろう。

気象災害はどんな形態で現われるか

気象災害の被害形態は，それぞれの災害の程度に応じ

ないで終ってしまうであろう。これらの資料に現わされ

た被害額に対し，実損額がいかようになっているかにこ

の保険設計の成否がかかっていた。幸い昨年度早女から

準備した再調査の結果設計可能の見とおしが立てられた

のである。

この6カ年間の資料には，歴史的な大災害が含まれて

いるし，かつ，森林火災の事故率がここ数年著しく減少

してきていることからこの両者を一体とした保険設計の

可能性ありと認めたが，この保険が商業ペースにのるま

でには今後の年数の経過が必要であろう。国営なればこ

そ気象災害という未知の新種部門の開拓に着手できるの

であり，ここに新らしい森林保険を国営で実施する意義

が存在するものであるといってもよいであろう。

森林国営保険法の概要

新しい保険制度は，保険事故の範囲が拡大されただ

けで保険の仕組承などは従来の火災保険となんら変わり

はない。これは現行の経営方式が民営の長所を取り入れ

た合理的な経営形態であって同じ農林省内の同類である

農業共済や，漁船保険とは異なり，都道府県知事に契約

事務を委任し，市町村または森林組合若しくば森林組合

連合会を経由機関としているもので，いわば府県が支

店，森林組合または市町村が代理店のような形となって

いるので業務費も冗費が省けるので，国営で実施する分

には現行の方式を変更する必要がないのである。従って

法律自体は現行の森林火災国営保険法の一部改正でこと

足りる訳であるが，実質的には，新しい保険制度であ

るので法律名称もこの機会に変更することとなったので

ある。

よって，法律の一部改正は，現行法第2条の保険事故

の範囲を〃火災並びに気象上の原因による災害（風害，

水害，雪害，旱害，凍害，潮害）と改めることと，第15

条の免責規程に小損害不担保の項を追加するだけであ

る。

附則として，この法律の施行月日を本年4月1日とす

ることと，この保険は長期契約が多いので，施行当時契

約期間の残存するものの窪圖措置を規定している。

経過措置の要点ほ，本年4月1日現在契約残存期間が

3月未満のものと3月以上のものとに分け，それぞれの

扱い方を次のように定めるものである。

け)，契約残存期間3月未満のものは従前どおり火災だ

けの契約とする。この場合第15条の小損害不担保は

適用されない。

（ﾛ)，契約残存期間3月以上のもので，特に希望あるも

のに限り火災だけの契約とする。この場合小損害不担

保の条項は適用されない。この契約を希望する者憾，
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大沼；新しい森林保険制度について

て種盈な形態の被害を森林に及ぼすものであるが，これ

を災害別に現わせば次のとおりとなる。

(1)風害は，台風などの異常な風によって発生するのが

常で，その形態は，根返えり，幹折れ，割裂，目廻り，

せん維切脈傾斜，枝折れなどでこのうち，手入れなど

で回復の見込承のあるもの及び枯損に到らない程度の枝

折れは損害とは認定しない方針である。これは事故の発

生時点において明確に損害と判定し難いからである。

なお，せん維切断とは，樹幹が風その他によって不自

然に蟹曲させられた場合樹幹に直角に生ずる一種のキズ

で，製材した場合その部分から容易に折れるものであ
る。

(2)水害は，異常降水または出水によって通常山崩れ，

表面浸蝕，地之，土石流などによって林木が埋没，流

失，根返りなどの被害を被るものでいずれも保険事故と

する方針である。

(3)雪害は，異常な降積雪によって生ずるもので，冠雪

が異常に発達した場合その荷重によって立木が損害を被

るものや，雪崩れによる損害などで，通常考えられる被

害の形態は，割裂，幹折れ，目廻り，根抜け，傾斜また

は倒伏，枝折れ，せん維切断などで，雪起作業その他手

入れによって回復の見込承のあるものとか，枯損するに

至らない程度の枝折れなどは損害と認定されないことは

風害と同様である。なお雨氷による損害は雪害のなかに

含めることとしている。

(4)干害は，長期間にわたって降水がないか，あっても

過少という異常乾燥によって起るもので立地，樹種，

林令，季節などによって乾燥の程度は一様でないが通常

30日以上乾燥状態が続いた場合に起るものとされてい

る参苗木不良または植付の粗雑などから起こる植栽の不

手際によるものは厳に除外する方針で，もよりの気象観

測所などの証明資料，外見上の特徴，付近の状況，立木

状件，などの客観的な判断資料によって干害と認定しう

るものの象とする方針である。

(5)凍害は，異常な気温降下によって林木の靱皮部の細

胞組織が破壊されて枯死するもので凍害と認定しうる気

象条件と顕著な特徴を具備していなければならない。

(6)潮害は，暴風雨などの際に起こる高潮または潮風に

よるもので，主として汐水が林内に浸入するとか，枝葉

に付着した塩分によって生理的に枯死するものである。

昨年伊勢湾台風の際には，三重県下に広般な区域にわた

り，しかも海岸線より相当奥地まで被害を被ったのは顕

著な例であろう。

損害評価

損害保険事業のなかで損害評価は，鐙も主要な業務の

一つである。森林火災保険については，ほとんど完全に

近い〃損害てん補要領〃ができていることと，内部牽制

が十分に行なわれているために，巷間各種の保険または

類似保険にあり勝ちな不当評価はいまだかって起ってい

ない。

気象災害のてん補要領は，現行のてん補要領に気象災

に関連した部分を追加したもので，不日通達される手筈

となっている。

損害評価業務は，都道府県に配瞳している本特別会計

負担の職員によって行なわれ，現在93名が配置されて

いるが，気象災害引受けに当り新たに30名増員される

こととなった。なお，地方庁における評価業務の指導並

びに集中発生の際の応援も兼ねて，本庁に評定官2名が
瑠員された。

現地の損害評価は，都道府県の職員と，被保険者であ

る森林所有者と契約者である市町村または森林組合職員

の三者立会いの上で行なわれている現行方式を当然踏襲
するものである。

この評価機構は，少人数で実施されるために談合など

が行なｵづれないかとの質問を受けることがあるが損害評

価団体などで行なわれるのに比し損害調査に当って外部

の圧力を受けたり政治的な配慮がなされたことがなく，

さらに本庁の監査と相まって厳正な評価が行なわれてい

るといえよう。

保険料率

保険料率算定に当り，当初は火災保険の値下げ相当分

で気象災の引受けをする方針で設計を進めたが，等地区

分の決め方の変更および付加保険料率の計算方法とか，

安全加算率などの一部変更の結果，火災誌よび気象災6

種合計7種の保険事故を引受けることとして，料率は林

令，等地によって値上り率は異なるが総荷重平均で現行

料率に比し約10％の値上りとなる見込承である。林

令，樹種別の料率予定額は次のとおりである。

保険金額千円に対する年保険料

幼令林（20年以下）壮令林（21年以上）
門

一等地480(2.40)2.80(1.40)

二等地5．60（2.80）3．50（1.80）

三等地6．50（3.30）4．20（2.10）

（）内の数字は広葉樹料率である。

現行の火災保険では，全国を4等地に区分している

が，新料率では3等地制とした。従来4等地であった北

海道が，近年著しく火災事故率が減少し3等地並みとな

っているのでこれを3等地としたものである。

なお，料率計算に当って，気象災を含めて等地区分す

ることも検討されたが，気象災害の保険設計に使用した
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大沼？新しい森林保険制度について

都道府県別の災害統計資料だけで等地区分することは，

危険負担の均衡を欠くおそれが生ずることと，既往の統

計を見ても気象災害についての地域性を認める重でに至

っていないので，今回の料率計算に当っては気象災の事

故率は等地区分決定の因子とせず，北海道の象前節の理

由から変更しただけで，従来の火災の等地区分によるこ

ととしたのである。

従って気象災の料率（事故率）は，各等地とも均等に

危険負担をする建前から一率とした。すなｵづち，各等地

ごとの幼，壮令林別の火災事故率に同率の気象災事故率

を加算したものが今回の料率である。

広葉樹の料率は，従前の慣例もあるのでほぼ針葉樹料

率の半額とした。

結び

森林国営保険法は3月9日衆議院を，同15日参議院

を通過しめでたく成立した。

火災保険が，いわゆる災害保険に拡大されたことは，

林政上の災害対策が一歩前進したといっても，あながち

手前味噌でもないであろう。

補助政策が，農林行政の永年にわたる伝統であるの

で，林業でもこれが行政の主軸となっていることはやむ

を得ないが，森林国営保険が，再保険方式によらず単独

保険方式を取り，しかも独立採算制によったことについ

てば，農林行政の方針にそわないのではないかという意

見も予算折衝中にもしばしば耳にしたことである。

森林国営保険は前にも記したとおり，まだどこでも手

が付けられていない気象災保険の開拓ということが目標

であるが，元来，国営保険は，社会保険的な性格を持つ

ものであるので，被保険者である森林所有者の負担の票

で独立採算制をとることには問題はないでもない。国会

の農林水産委員会の審議過程でも保険事故および保険目

的の拡張ほもとより，事務費の国庫負担による保険料率

の引下げ，無事戻制の復法などについての質疑があった

ことは当然であり，これらの侭とんどのものが付帯決議

にとり入れられている。

付帯決議の事項は，この保険設計の過程においても，

しばしば検討された問題で，なるべく早い機会に実現を

期すべき事柄ばかりであって，この保険の今後の問題点

にも通じているといえよう。

しかしながら，保険制度は，林業界では従来は正当な

評価がなされていたとはいえない。これ朧火災保険が，

造林補助金と密着していたことが主たる原因であろう｡

せっかく良い保険制度ができても，保険契約をしてい

ない人にはなんの役にも立ち得ないことは当然で，この

見地から，今後は2令級以上の森林所有者がなるべく数

多く保険契約をする方向に指導する必要がある。

このためには，単なる保険効用のP.Rだけでなく，

継続契約し易い方式を作り出すことを考える必要があろ

う。

保険設計は，絶えず前進しているものであるので，新

しい保険制度ができたことだけで満足してはならない。

努めて早い機会にこれらの問題点を解決してすっきりし

た森林保険制度を作り上げることを念願としている。

この保険の問題点の解決方策などについては，与えら

れた紙数の制限もあるので，次の機会に譲ることとした

い。

口
林業技術専用合本ファイル

冊誌を長く保存するために好適。穴もあけず糊も使わ

ず合本容易。美しい外観で書棚を飾る。中のどれでも

取外しが簡易。製本費が省ける。

本誌名金文字入・美麗装禎

会員各位にお進め致します。

定価ゞ130円送料20円

日本林業技術協会
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,口．生産期間の短縮

同じく答申の推計によると，特に用材の供給不足を生

じる時期は今後10～20年とされている。残念ながらい

まいくら頑張って造林してみても，普通の方法ではこの

時期に間に合いそうもない。従って必要なことは，10－

20年内に供給に参加できるか，あるいはこの不足を生

ずる時期は資源の先喰いをしてつなぎ，その淡の10年

位の間に資源の減量分を穴埋めができるような新しい育

林の型を剛剛すること，すなわち短期育成林業の確立で

ある。

短期育成林業には普通の造林樹種を短伐期で収穫する‘

ものと，特別な早成樹種によるものとが考えられよう。

短期育成林業については林野庁に推進協議会を設けて

検討を行なっていることはご承知のとおりであるが，

（本誌2月号参照）これまた問題が多い。林地肥培は短

伐期のための有力な手段と思われるが，施肥技術，鐙終

的な肥培効果，経済性等についてまだ十分に検討がなさ

れているとはいいがたい状況であるが，現実に各地で年

年施肥面積が増加しているので，事態は誠に切迫してお

り，施肥技術の確立を急ぐ必要がある。そのために，一

部では事業を進めながら各階程で得られる資料によって

技術の向上なり発展のために常に注意深く検討を重ねて

ゆくことも場合により必要であろう。

早成樹種については，すでに一部の県と樹種に限って

造林助成の対象にしているものである。これらは，他の

府県や樹種についても技術的条件や指導体制さえ整えば

逐次拡げてゆくことになろうが，問題はその土地に適合

した樹種の発見なり導入とその育林技術の研究にしぼら

れるであろう。

密植の問題は短期育成林業とは本質的にほ異なるもの、

であるが，比較的短期間で間伐による収穫を得られると

いう点で短伐期的性格を保持し，地方によってはすでに

伝統的に実行されて来ているので，技術的障害は比較

的少ないであろうから直ちに普及しうる特質を持ってい

る。もっとも最近の小径木の値上り傾向は，普及にまつ

までもなく，一般的に密植の気運を高まらせ，スギの場

合従来全国平均でha当り3,000本以下であったものが，

現在すでに3,500本以上になっている。造林助成の面に

おいては，旧来から密植の習慣のあった奈良県や大阪府

などについては7,000本植えの単価を承認しているが，

他の府県においても密植の趨勢に応じ実態に即した予算

措置を講じたいと思う。なお当然のことであるが，本誌

上を賑わせたことのある最適植栽本数についての検討も

重要な問題である。

育種事業も本来，この中に含めるのはおかしいかもし

れないが，選抜の過程において短伐期のものを選択しう

ること，期待できる増加数堂の大きいこと，さらに，す

これからの

造林事業の

方向と問題
筍

林野庁造林保護課
一
二

､

全国各地において盛んに植林の行なわれているこの時

期に，私どもが考えている造林施策の方向なり問題点に

ついて若干申し述べて会員諸兄のご検討を願い，ご批判

をいただけるならば，造林推進上きわめて有意義であり

この時期にふさわしい事柄であるかと考える次第であ

る。

1．木材需給に関連する問題

すでに林業基本問題の答申や，それに関した数灸の発

表などでご承知のとおり，木材の需要は今までの予測を

上廻り，しかもますます増大するものと予想されている。

造林の施策はまずこの増大する需要をまかなうに足る供

給を確保することを目的としなければならないであろ

う。そのための方法ならびに問題点はなんであろうか。

イ．人工造林地の拡大

資源量を増大せしめる－生産量の増加を可能ならし

める－ための，もっとも確実な方法は成長量の多い人

工造林地を沢山作ることである。今までの計画において

も昭和55年度までに民有林で800万mの人工造林地を

造成することを目標にしてきたのであるが，この計画で

は供給態勢として十分でないような状態に立ちいたって

いる現状であるので今後この目漂はさらに引上げられ，

重たテンポもより早くする必要が生じている。目下資料

の収集整理を行なっている段階であるが，従来の目標以

上に人工造林地を増加させることは現在の目標について

も種々技術的経済的な問題点が多いのに，さらにそれを

増大させた場合，これだけの造林適地があるのか，造林

技術はこれを先導してゆけるのか，他産業特に畜産等と

の関連，労務，資金その他派生する事柄などを考えるな

らば問題であるといえよう。しかし考え方としては，あ

る目標がまず選択されることにより，それを実現するた

めの条件なり問題なりが具体的に判然とされるのであっ

て，この問題点を個々に分析し打解してゆき目標に接近

してゆく方法を講じなければならないのであって，私ど

もとしてはこれら今後発生が予想される諸問題について

できるかぎり検討を加え万全の対策を樹てる必要がある

ので諸賢のご援助とご協力をこの機会に詣願いする次第

である。
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林野庁造林保護課：これからの造林事業の方向と問題

でに，事業的に実行していることなどの点で需給面への

寄与について期待されるところは大きい。そのためにも

本事業については，さらに強化拡充を図って行かなけれ

ばならない。

ハ．造林樹種

用材需要の増加はパルプ材や繊維板等木材を原料とし

て消費する部門の需要増によるものが主であるとされて

いる。これに反して造林者の意図はやはり高水準を保っ

ている構造材生産を目的とするであろうことがうかがわ

れ，造林樹種もややマツ類が増加した程度でスギ，ヒノ

キが大宗をなしている。しかし，造林したものの大部分

がパルプ材として使用されるのであれば，資本投下が少

額で済承コストの安上りな，マツ類の天然更新や，広葉

樹生産一一薪炭林の施業改善のようなあり方も一つの方

法であるが，造林樹種選定の根本はかかる長期間各種危

害に抵抗して成育をはかって行くためには立地条件が第

一の考慮因子となるであろう。しかし将来栽培林業とも

称されるように育林投資が行なわれるものについては需

要ということが大きな因子となってくるであろうから，

育林技術の進歩と相まって樹種選定を行なうことが必要

であり，この面について立地，需要動向等困難な問題が

多い。

2．造林推進の制度に関連する問題

造林を推進するための方策としては国土緑化運動など

精神的なものは別にして，補助金の交付，長期低利資金

の融通，技術指導，森林計画樹立の助成，分収造林の勧

奨，税制上の優遇など色々ある。その主なものの問題点

をあげると，

イ．造林補助金

造林補助金は造林助成の大宗をなすもので，造林者の

9割まではこの補助金によって行なっている。年間30

万haに及ぶ造林がここ10年近く持続されていることの

裏には，補助金の効果が係って大きいものがあろう。

補助制度に対する，批判としては，前述の答申と行政

管理庁の行政監察結果による勧告がある。どちらも補助

制度を否定するものではなく，その意義と効果を認めた

上で，補助金の効率性や行政能率を高めるため，現在の

助成制度の画一的在り方に対する批判であって，一をご

もつともな事柄であり，当課としては早速検討を行な

い，事務手続きの簡素化等直ちに改善しうるものについ

ては，すでに2月中に，改正の通達を各都道府県に出し

ている。補助金の効率を高めるための措置，特に再造林

補助の問題は造林者の経済的事情や融資造林等の関係も

あって一概に決定する訳にはいかないので，実態調査を

行ない資料を入手してからその方向を決定すべく，36年

度にそのための予算措置を行ない，目下調査計画を立案

中である。（造林補助査定基準調査，36年度予算額

5,535千円）

もっとも，補助制度は答申や勧告の線にそって改善し

ただけでは十分とはいいえない。補助枠の拡大，単価の‘

適正化あるいは1．に述べた色葱な施餓の実施，林業構

造改善の政策に適合するような運営等検討を要する事項

がきわめて多い。今後の問題として財政効率を高めつつ，

生産の増強に資するとともに，今後に展開されるであろ

う所得，織造政策にも十分寄与しうるような助成制度を

確立することを目標として，検討を進めたいと思う。

口．融資制度

融資造林が伸展しないのほ，基本的には造林事業並び

に造林者の性柊に起因するのであろうが，補助造林を主

軸にした今までの造林政策と，融資条件，手続き事務の‘

繁雑などによる面も無視し得ないであろう。補助制度の，

検討にあわせて融資制度についても十分な検討を必要と

する。

ハ．分収造林

「分収造林特別措置法」に対しては，森林所有者に高

額な地代を保証し，前近代的な生産樅造を維持させる作

用をなすとか，公有林に対する融資制度の適用によって

無用化したとか，色為な批判がある。一部にはそのよう

な面があることはもちろん否定できないが，しかしこの，

法の趣旨はあくまでも粗放利用地の高度利用化を早急に

実現しようとねらったもので，このために資本投下が困

難になり，再生産がなされなくなるとか，産業資本によ

る山村支配であるとかの見方はうがちすぎているといえ

よう。よく組上にあげられる分収歩合も理論的にはとも

かく現実の土地所有者の感覚を無視しては行政上実行が

困難で折角の名プランも実現性が乏しくなるであろう。

しかしながら，理論と現実を接近させることへの努力力竜

行政指導であるならば，この努力を今後あらゆる機会を．

ゑて試みることが必要であると考えている。なお，分収

造林の瀧造問題との関連については林野庁の瀧造政策に

対する方針が固まっていないので言及することを避ける

が，公有林野について，地元農民との関係も薄く自営能，

力も有しない町村が保有している森林も広大にあるの

で，これらに対して分収造林を推奨してゆくことは，決

してこれから展開されるであろう政策に対しても遂行す．

るものではないと思っている。

また，分収造林推進上の媛大のカンは部落有林共有林：

に承られる錯雑した権利関係で，すでに裏日本の一部の・

県においてはこの権利関係を整理できなければ，今後，

造林を推進する期待は持てないといっている。この整理
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休野庁造林保護課：これからの造林事業の方向と問題

かなか手が廻わりかねるという現実がある。予算に拘束

される県営市町村営造林や会社営などの場合はより切実

のようである。このような状態が一層ひどくなるのであ

れば,（農業の構造改善は,農家が適正な経営規標の面積

を保持して，その中に家族も含めた全労働力を完全に燃

焼させ，社会的に妥当な水準の所得を期待しうる営農型

態を造出することを一つの目標としている）前にのべた

ような事柄椎すべてナンセンスで現在の造林地を確保す

ることに汲灸としなけれぼならぬ事態が招来しないとは

限らない。従って労務対策こそ，最優先の案件であり，

このため，労務者の確保（固定専業化，自家労働によ

る経営，高水準の賃金，生活・作業藻境等の改善など)，

労働生産性の．向上（機鯛上の促進，薬剤処理，作業の通

年化，林道・作業道の整備など）等について真剣に検討

がなされる必要がある。

口．その他

人工造林地の拡大は，平衡を保っている生物相の破壊

であり，諸被害の増大は当然予想されることであるが，

保護防疫を十分に行なって万全の対策を識ずる必要があ

る｡．

また，造林事業の基礎である樹苗生産も，優良な樹苗

を大量かつ安価に供給するために，たとえば共同化によ

る集中生産法式を考える等各種生産需給方式について検

討が必要である。

以上きわめて雑駁な文章を羅列したが，この中には，

比較的短期間になるものと，なお相当の日時を必要とす

るものがあって，しかもそれらは，試験研究の結果と財

政的裏付けの両者に支えられているものである。私ども

としては，今後とも努力を重ね造林政策推進の方向に誤

りなきを期するとともに，今後の事業の推進に当っては

試験研究の衝に当っておられる各位，ならびに本会員各

位の御協力を特にお願いする次第である。

ほきわめて困難であるが，農業の技術的発展によって農

業経営上林野に依存することの薄くなった現在こそ，こ

れら権利関係の整理を実行する好機であろう。

最後に，公団造林は，現在法案を群議中であるが，官

行造林の使命を引継いだもので，造林対象地として水源

地域内で早急に造林を要する232千haを予定し，これ

を，9年間に造林する計画であるが，民有林行政の一方

策として，その意義は大きい。しかし，何分造林の困難

なヵ所が多いことが予想されるので，円滑に計画を実行

するためにほ関係者のご協力を願いたい。

3．造林実行上の問題

造林の目標を掲げ，推進のための制度も整備したとし

ても，なおかつ実行に当って配慮せねばならない幾つか

の問題が残っている。

イ．労務

経済界の一般的好況に恵まれて，一次産業人口の非一

次産業への流出は顕著になっており，また農業部門にお

いては農業瀧造改善のためにも望ましい方向であるとし

ている。（農林漁業基本問題調査会の推計では昭和33年

‘の農業就業者1,468万人が昭和45年には1,148万人

に，経済森議会賃金雇用小委員会では，34年一次産業

就業者1,619万人が45年に1,154万人に減少すると

推計している｡）

農村人口の減少を榊造問題として把握する限りにおい

ては望ましい方向かも知れないが造林辮業にたずさわる

者にとっては頭の痛い話しである。現に茨城県とか富山

県とか工業が発展する気運にあるところ，土木事業など

の公共投資が盛んに行なわれている地方などでは，人夫

賃の高騰が目立っており，労務者特に若い層の者を集め

ることが困難になってきている。植林だけは木材価絡の

高騰につられたり，補助制度が支えになって自家労力な

どで何とか行なっても，年灸拡大してきた保育まではな

●

q

Q

《
》

ひ

。
盃

－－－－－1

やさしく楽しく読ませる.ノ

これからの木材利用A5判212頁定価260円送料実費
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目次

X苗畑事業

1・たね

(1)たれの消毒

(2)発芽鑑定

(3)発芽促進

2．育種

(1)管理技術

(1)－1苗畑土壌の検定

(1)－2養苗法

(1)－3苗木の施肥技術

(1)－4根切り，根揚げ

(1)－5除草剤による雑草駆除

(1)－6蒸散抑制剤による健苗養成ならびに活着率向
上

(1)－7標境衛生

(2)さし木

(3)つぎ木

3．病虫害の防除

(1)病害

(1)－1スギの赤枯病

(1)－2針葉樹稚苗の立枯病

(1)－3線虫病および根腐病

(1)－4マツの葉枯病

(1)－5針葉樹の雪腐病

(1)－6針葉樹のくもの巣病

(1)－7カラマツの先枯病

②虫害

(2)－1コガネムシ類およびゾウムシ類

、新植事業

1．適地判定技術

2．樹種

(1)在来樹種

(1)－1スギの在来品種

(1)一2マツ類

(1)－3カラマツ

(2)外国樹種

(2)－1ストロープマツ

(2)－2オウシユウトウ上

値)－3テータ､マツ

(2)－4スラツシュマツ

(3)早成樹種

(3)－1コバノヤマハンノキ．

(3)－2ポプラ

(3)－3モリシマアカシア

(3)－4フサアカシア

3．地ごしらえ

4．植付け

(1)植栽本数

(2)混植

②－1アカマツと広葉樹の二段林

(2)－2アカマツとヒノキの混交林

(2)－3イチイカシとク戸マツの混交林

(3)階段造林

皿保育事業

1．育林

(1)保育形式

(2)薬剤によるクズの枯殺

2．保護

(1)病虫獣害の防除

(1)－1病害

(1)－1－1スギのみぞ腐病

(1)－1＝2マツ類の葉さび病

(1)－2虫．害

(1)－2－1スギタマバエおよびマツノタマバエ

(1)－2－2スギハムシ

(1)－2－3スギノダニ

(1)－2－4スギ，ヒノキ，ヒバの「とびくされ」

(1)－3獣害

(1)－3－1ノネズミ

(1)－3－2ノウサギ

(1)－4薬剤

．(2嵐象災害の防除

(2)－1雪害

②－2風害

②－3寒害

Ⅳ林木育種

1．選抜育種技術
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浅野：生産力増大のための林業技術

(1)精英樹選抜技術

(2)採種林の施業

（3縢種園の造成

(4)採穂園の造成

2．交雑育種技術

3．人為突然変異による育種技術

V林地肥培

(1)肥培

②肥料木および根瘤菌

(2)－1根瘤菌の分離培養と実地利用

（2卜2肥料木の混植効果墹進

Ⅵ機械化による能率化

(1)苗畑作業の機械化

(2)新植作業の機械化

(3)保育作業の機鋼上

生産力増大のための林業技術には，直接森林の収穫鐙

を増大する技術と作業功程を向上し労働生産性をあげる

技術とがあり，また生産の阻害要因を軽減する技術等が

ある。しかしここでは上述のような分け方によらない

で，造林作業を主体とし，その事業別に順を追って記述

する。

この内容は主として研究普及課で発行した「森林生産

力の増強に資する重要造林技術」によったものであり，

試験研究および調査の成果や報告をもととしたものであ
,る°

工苗畑事業

1・たね

(1)たれの消毒

ウスプルン，セレサン，リオケン，ルベロンなどの水

銀剤によるたれの消毒は，苗床発芽率の向上に効果のあ

ることがわかった。

(2)発芽鑑定

長谷川氏の還元法によるたれの活力判定の発明によ

り’従来1カ月あまりも要した発芽鑑定が2～3昼夜で
可能になった。

(3)発芽促進

浅川氏の研究により，湿層処理をすると発芽促進の効
果があることがわかった。

2．育苗

(1)管理技術

(1)－1苗畑土壌の検定

苗畑土壌の検定がその肥培管理上有効であることを確

認し，塘氏は農地用検定器卿田式，矢木式）の使用に

あたり改良を加え，苗畑へ応用し易いようにした。
(1)－2養苗法

養苗喪の低減，生産性の向上に資するものとして，ヨ

シズにかわるクレナモ寒冷紗が登場し，また床植えが順

次うね植えにかわって来た。

(1)－3苗木の施肥技術

苗木の栄養診断により各養分の欠乏症が明らかにさ

れ，また苗木の養分吸収について調査され，苗畑施肥の

基礎資料になっている。

(1)－4根切り，根揚げ

スギ苗について，根切りの徒長抑制効果が実験的に証

明され，また根揚げが根切りより合理的であることが認
められている。

(1)－5除草剤による雑草駆除

薬害に対する安全度，持続効果の点などから，各種除

草剤のうち林業苗畑用としてば,CAT,SESが比較的

扱いやすいことがわかった。

(1)－6蒸散抑制剤による健苗養成ならびに活着率向
上

蒸散抑制剤グリンナー，ミク戸ンなどの使用により，

山行苗，さし穂のしおれ防止と活着率の増進に成果がえ

られた。また床替苗木やまきつけ床への使用も進んでい

る。

(1)－7環境衛生

苗畑病虫害の発生には，いけ垣の樹種か大きな関係を

持つことがわかった。養苗樹種と同種のいけ垣は危険で

ある。またさび病のように寄主の転換を行なうものは，

いけ垣と苗木の組合わせに注意しなければならない。

②さし木

さし瀧の生存に関する基礎的なことと，根のもとがど

こにできるかなどが若干明らかにされた。またさし木の

実際についての一般的なことが，スギ，ヒバなどについ

てある程度明らかにされ，マツ類の「はたぱざし」の方
法が紹介された。

(8)つぎ木

主要針葉樹と一部の広葉樹では，それぞれのつぎ木法

がほぼ確立され，基礎的な面では，つぎ木の親和性，開

花，結実，成長，花粉などの問題がある程度明らかにさ

れた。

3．病虫害の防除

(1)病害

(1)－1スギの赤枯病

病原菌の生態を明らかにし，伝染経路を究明してほぼ

完ぺきな防除対策をたてることができた。この研究によ

って稀薄なボルドー液（4－4式以下）を効果的に散布

し，使用薬剤も節減できるようになった。

(1)－2針葉樹稚苗の立枯病

－14－

の

＆

一

4

、

鼻〆’
P



＄

岳

輿

ヨ

、

桑

浅野：生産力増大のための林業技術

病原菌分布，発病環境が明らかにされ，種子消毒，

土壌消毒，施肥などの処置による防除対策がたてられ

た。なかでも水銀剤による種子消溌および木酷液による

土壌消毒の効果はひろく認識されている。

(1)－3線虫病および根腐病

根こぶ線虫病および根腐線虫病の被害が意外に大きい

ことがしだいに明らかになり，根腐病は線虫病とフザリ

ウム菌などとの重複加害による場合が多いこともしられ

ている。殺線虫剤に朧D-D,EDBなどがある。使用量

は10アール当り20リットル程度である。

(1)－4マツの葉柚病

病原菌の性質，伝染経路，マツ属各種の耐病性のあら

ましなどが明らかにされ，なお薬剤（ボルドー液などの

銅剤）散布を主体とする防除法がほぼ完成された。

(1)－5針葉樹の雪腐病

積雪下で針葉樹が「むれる」という現象の真相は不明

であったが，菌核病，灰色かび病および暗色雪腐病の病

原菌を異にする3種の病害によることが明らかにされ，

発病と環境条件の解析も行なわれて防除法もたてられ

た。

(1)－6針葉樹のくもの巣病

本病の病原菌は広葉樹，僕作物と共通の菌であること

が明らかにされ，水銀剤による防除の効果が確認され

た。

(1)－7カラマツの先枯病

本病の病原菌，伝染経路が明らかにされ，伝染源とし

てのカラマツ防風林および防風垣の重要性が指摘され

た。なお造林木の本病は苗木に病害菌が潜在して，それ

からひろがることもわかった。

(2)虫害

(2)－1コガネムシ類およびゾウムシ類

苗畑に生息して苗木を加害するものは，コガネムシ類

でば’0数種，ゾウムシ類では2種であることがわかっ

た。コガネムシ幼虫の被害はγ-BHC3%粉剤を107

ール当り5～6kg表土に混入することにより防止でき

る。サビヒ虞ウタンゾウムシの防除には，アルドリン4

％粉剤を同じように表土に混入すればよい。

江新植事業

1．適地判定技術

適地適木の判定についての研究成果は林野土壌報告

No.1～11に報告されており，さらに実用的な手引書と

しては宮崎氏の「森林土壌の見わけ方」がある。

2．樹種

(1)在来樹種

(1)－1スギの在来品種

九州その他の主な在来品種の個体生理について実験を

行ない，童た種盈の環境のところの品種別の林分成長量

を測定して，環境とスギの在来品種との関係を調査し，

それをもとにしてスギの品種別の適地選定表（暫定）が

作製された。

(1)－2マツ類

各地の有名マツの実態調査を行ない，育種ならびに造

林上の参考資料とした。またアカマツの幼令林につい

て，立木密度のちがいによる成長量を解析して，天然更

新による幼令林の立木本数基準を明らかにした。

(1)－3カラマツ

育苗法については一応確立されている。初期の燐酸の

肥効が大きいことが明らかにされ，徒長防止の方法がわ

かった。育林法にはまだ不明確な点が残されている。

(2)外国樹種

(2)－1スト禧一ブマツ

ストロープマツは北米からカナダにかかる北絲40～50

度の地域に天然分布する。わが国の植栽面積はおよそ

1178haでおおむね良好な生育を示している。寒さには強

いが，潮風，雪害には弱い。謎苗時には，まきつけ前に

床地に硫酸アルミニウムを散布して立枯病を防除する。

②－2オウシュウトウヒ

オウシニウトウヒはヨー戸シバの南北を通じ北緯40~

70度におよび広く分布している。わが国には最も早く

導入され，北海道，関東以北におよそ997ha植栽され

て来たが，その生育はバラツキが多い。寒さに耐えるが

乾燥に弱く浅根性のため風害をうけやすい。幼令造林地

では暗色雪腐病の被害が大きい。

(2)－3テーダマツ

テーダマツは北米の南部地帯を原産地とし年平均温度

12度以上海抜240～450mの地帯に分布する。わが国に

は大正の初めごろから主に関東以南の温暖地方におよそ

548ha植栽されている。その生育状況は立地によって優

劣の差が大きいが，林業試験場浅川実験林の結果ではア

カマツに比べて4．9倍の成長を示し，掛川営林署小笠山

国有林では15年生で平均1本1石の材職を有している。

テーダマツは植栽時の活着がよくないが，1回床替の

2年生苗を用い，山行きの際，幹の先端を切りとり30~

40cmにして植えると活着がよいし，側芽が出て芯とな

り通直になる。

(2)－4スラッシュマツ

スラッシュマツとカリベア言ツは混同されて使われて

いるが，カリベアマツは南インド諸島および中部アメリ

カにおける熱帯地域に産するPimnscaribeaをいい，

スラッシニマツはアメリカ合衆国の東南部に分布する
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P.elliottiiをさすべきである。わが国には徳島県下に

昭和29年ごろから導入され試植されているが，生育状

況はおおむね良好である。

(3)早成樹種

(8)一’コベノヤマハンノキ

コバノヤマハンノキは北海道，東北地方および関東地

方の高冷地帯に分布する。青森，岩手県でば古くから切

替畑に植栽されて来た。陽樹で若いときの成長はよい

が，15～16年生ごろから衰退する傾向がある。肥沃地

に一斉造林された12年生林分では1ha当り112nf,

15年生で176hiの材積成長が承られる。植栽とほ植穴

を大きく掘り燐酸肥料を施すとよい。

(8)－2ポプラ

イタリー系の改良品種は昭和29年度に初めて輸入さ

れ，北海道から九州にわたって試植されつつある。植栽

後の年数が承じかいので材積収穫量は不明である。日本
の改良品種で山形県に植栽されたものは6年生で樹高

10.8m胸高直径7.8cmになっている。

（3ト8モリシマアカシア

濠州原産でわが国には明治35年ごろ導入されて，関

東以南の温暖地方に植栽されおよそ551haに達してい

る。福岡，熊本県下には事業的大面積の植栽が行なわ

れ,福岡林業試験場の調査では5年生でha当り831n3,

熊本県天草でば4年生で100m3に達するものがある。

成長は4～5年生が大きく8～12年生で減退する。寒

さには弱く零下5～6度以下になると枯損する。また浅

根性の風害に弱い。養苗について述べると，まきつけし

てからおよそ’5日で発芽し，発芽してから40～50日

たつと成長して3～5葉になるからその頃に床替えす

る。しかし床替時の気温が日中20度を越えると活着し

にくくなるから，20度になるまでに床替えを終るよう

その時期から逆算しておよそ70日位前にまきつけると
よい。

(3)－4ブサアカシア

濠州の原産でモリシマアカジアと性状も類似するがや

や耐寒性にまさり零下6度内外まで耐える。わが国では

モリシマアカシアとともに瀬戸内海沿岸から中部以南の

諸県で試植され,その面積はおよそ31haである。兵庫

県下には4年生で樹高11.5m胸高直径16cmに達し

ているものがあるが，モリシマアカシアに比べて成長は
ややおとる。

3・地ごしらえ

ササを枯殺するクロシニーム，クロレートソーダなど

の薬剤を笹生地の地ごしらえに使用し，その適応性が検

討されて来た。効果は夏季降雨直前に，クロシュームは

ha当り200IE,クロレートソーダは同じく100kg程度

を地表面へまくのがよい。

4．植付け

(1)植栽本数

大友氏のドイツの研究例（マツおよびトウヒ）の紹介

によれば，同じ密度の方形植と列植では方形植の材積生

産がまさり，正三角形植と方形植でば正三角形植のまさ

るものもあるが，おおむね方形植の材積生産がすぐれて

いる。また植付距離ほ1.2m～1.5mの方形植がそれ以

下およびそれ以上の間隔のものよりおおむね材積生産が
多い。

②混植

(2)－1アカマツと広葉樹の二段林

植杉氏はアカマツ広葉樹二段林混交型を理想型とし，

井上氏は中国，九州における研究から中林作業をすすめ

ている。アカマツ林はその更新，保護，撫育などの点か

ら，言た地力の維持ならびに森林の保全上，アカマツを

_上木とし広葉樹を下木とした二段林（中林）を造成する

のが，よい施業法と象とめられている。

（2卜2アカマツとヒノキの混交林

横山,前田氏朧アカマツとヒノキの混交林はﾋﾉｷ単
純林の2倍の材積があり，混交林のヒノキは本数は少な

いが単純林と同じ成長をとげ，アカマツの混交によって

成長に影響を受けていない林分の事例を報告している。

，②－8イチイガシとクロマツの混交林

細井，本田氏はイチイガシとクロマツの混交林のイチ

イガシは本数は少ないがイチイガシ単純林と同様の成長

をとげ，また同じ混交林のクロマツの成長が，ある時期

にほクロマツー等地の収穫表と変わらない成長を示し，

混交林の材積がそれぞれの単純林の材積を合わせた材積

とかわらない事例を報告している。

(8)階段造林

四手井氏により，多雪地帯では階段造林を行なうこと

によって雪の被害を軽減することがわかり，階段の必要

な幅員および間隔が明らかにされた。

Ⅲ保育事業

1．育林

(1)保育形式

植付本数，間伐の時期，間伐回数，間伐後に残す本

数，主伐の時湖，伐期本数のちがいによる各種の施業方

針を保育形式という。いいかえれば植付けから伐採にい

たる間での林分密度の調節ということになる。わが国の

有名林業地の保育形式をまとめると次表のとおりであ
る。

これらの保育形式で生産される丸太は，それぞれちが

む

進

《
一

罪

■

_少
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|伐期｜林業地丸太の用途植栽本数 伐間

足場丸太

足場丸太
角，柱材
優良大径材
ダル丸，小丸太

きわめて弱い間伐 短伐期 旧四ツ谷

尾薇丁西川
青梅・芦北

吉野

密植多植

ha当り

4,500～12,000本

弱い間伐 〃

長伐期蒲
早くからしばしば間伐を行なう

弱い間伐と集約な枝打を行なう 智頭〃
普通

ha当り

3,000本
4m材2玉の形質成長を目標にしばしばB種間伐

を行なう

心
〃 国有林 大径材

竃
国
璽

天
小
木
一 ’
日田

日光
ポカスギ

疎植

ha当り

1,000へ身2,500本

一般用材間伐をほとんど行なわないか，弱い間伐を行なう短伐期

長伐期｜妖肥 弁用材適度の間伐を行なう

鐘
手 った特長を持ち，逆に考えるとそのような丸太を生産す

るためには，これらの保育形式が成長理論にもよくあっ

た方法であるといえる。

植栽密度と植物の平均個体の量および面積あたりの生

産量については吉良氏等の法則があり，扇田，佐藤，坂

口’加藤,四手井氏等により，林分についてもこの法則

のあてはまることが確められた。また密度が違うことに

より葉で生産される物質の幹と枝への配分率がちがうと

述べている。

(2)薬剤によるクズの枯殺

造林地の有害ツル類，特にクズの駆除については従来

榎絶できなかったが「パインキラー」による枯殺方法の

発明によって一応解決の糸口が見出された。盛夏の候に

ツルを切らないままクズ株の頭を深さ4～5cmにたて

割りし，パインキラーを割り拳ぞへ詰めこんで土でおお

う。

2．保護

(1)病虫獣害の防除

（')一’病害

（')－'一’スギの承ぞ腐病

スギ造林木のみぞ腐病は長い間病因不明であったが，

これは苗木時代に赤枯病にかかって形成された胴枯型病

斑が，年月の経過とともに悪ぞぐされ症状にかわってゆ

くことが明らかにされた。

(1)-1-2マツ類の葉さび病

アカマツ，クロマツ,ストロープマツ，チョウセンゴ

ヨウなどの葉さび病苗とその中間寄主（野生の菊科植

物）との関係が明らかにされ，中間寄主の除去による防

除のよりどころがえられた。

(1)－2虫害

(1)－2－1スギタマバエおよびマツノタマバエ

スギタマバエの幼虫が越冬のため虫えいから地上に落

下するのは10～12月，幼虫の羽化するのは4月であ

る。この防除法は成虫の発生直前の3月中旬から4月中

旬にかけてγ一BHC1%粉剤をha当り70嬉地上に動

力散布して成虫を駆除する。

マツノタマバエの幼虫が越冬のため虫えいから地上に

落下するのば11～1月，成虫にな守て羽化するのは4

～6月である。この防除法はスギタマパエと全く同じよ

うに4～5月に行なう。

（1ト2－2スギハムシ

スギハムシの生態を研究し，その発生は2年に1回

で，成虫の出現するのは京都地方では6月中下旬～7月

下旬であることがわかった。この防除法は成虫発生の最

盛期以前6月から7月の初めにBHC粉剤あるいはBHC

くん煙剤で駆除すれば被害を防止できる。

(1)－2－3スギノハダニ

スギノハダニは年10～11回ほど発生し卵で越冬す

る。越冬卵のふ化するのは3～4月で，その後11月ご

ろまで加害し11月末には幼，成虫とも見られなくな

る。この防除法はネオサッピラン,DN剤，テデオンな

どの殺ダニ剤を使用すればよいが，殺虫殺卵効果は，野

外防除試験では2カ月以内であることがわかった。した

がって被害の初期に行なう方が防除効果がある。

(1)－2－4スギ，ヒノキ，ヒバの「とびくされ」

スギ，ヒノキ，ヒバの「とびくされ」といわれる腐朽

状の暇灘は，スギノアカネトラカミキリ，トケヒケトラ

カミキリの穿孔によって誘発されることと，虫は枝打の

遅れた枯枝の根元からはいることがわかった。

(1)－3獣害

(1)－3－1ノネズミ

林業的防除法やその基礎となるノネズミの生態研究が

進められ，北海道においてはトネリコ型の森林にエゾヤ

チネズミが多く生息していることがわかり，林辺部にあ、

苗

，身

餐
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るこの型の林を破かいすることが，有効であることがわ

かった。

童た林内を清掃し，ノネズミを近づけないことは防除

の根本であるから，火入れ地ごしらえを行ない，その状

態を下刈りによって持続する。このために6月と8月に

下刈りを行なう。なお林辺部に防鼠溝や落し穴を設けて

侵入個体を防止し，林内に殺鼠剤を散布するが，この場

合林辺部に多く童き中央部に少なく重くのが生息状態か

ら適切である。

(1)－3－2ノウサギ

ノウサギ被害防除の根本対策はノウサギの積極的捕渡

技術を確立して生息数を少なくすることであり，鋭意研

究が行なわれているが，応急対策として嫌忌剤について

研究が行なわれ，チオソルペント，クレオソート混合液

（クレチオ),FRS剤，丁字油・クレオソート混合液，

ハーゼンS20%液などが有効であることがわかった。

（I)－4薬剤

林業用薬剤として重要視されるくん煙剤について研究

が行なわれ，食葉性害虫，特にマツカレハ，スギハム

シ，マイマイガ，コガネムシなどにはきわめて有効であ

ることがわかった。また薬剤の性格についても研究を行

ない各製品間の差を少なくした。

②気象災害の防除

②－1雪害

多雪地帯の林木の雪害については，雪の沈降力，佃行

力，冠雪荷重などの面から，雪害の予防策や育林法が検

討された。

②－2風害

風害について各種の実態調査が行なわれ，その対策に

ついての一部資料がえられた。

風害危険区域の林分構成は耐風性にとむ林型がよい。

そのためには，林冠の表面に高低をつくらないこと，単

純林をさけること，林内に空地をつくらないこと，林縁

に開孔部や凹凸をつくらないこと，林縁に耐風性の強い

広葉樹を育てること，保残木を残さないことなどが重要

である。

②罰寒害

スギ，ヒノキの寒枯れは高寒地の日射の少ない冬季乾

害風の強くあたる北面傾斜地で，しかも積雪が少なく，

土壌が30cIn位凍結するようなところに発生し易いこ

とが認められた。また植栽した幼令林の根層より深く土

壌が凍結し，根が吸水できない状態にあるとき，強い乾

寒風にさらされると発生し易いこともわかった。

寒枯れ発生の1条件と考えられる土壊の凍結深度につ

’いては，岡上，佐食木氏の研究があり斜面日射量と斜面

の方位，傾斜角によって大体きまり，傾斜角20度北西

から北東斜面にかけては20cm位凍結し，北面30度で

は30cm位凍結するという目安がえられた。

凍害については冬から春にかけての凍害の鑑定上の特

長が一部明らかにされ，また凍害は北斜面，暖かい地方

の台地，丘陵性の南斜面に多く発生することもわかっ

た。

Ⅳ林木育種

1．選抜育種技術

(1)精英樹選抜技術

精英樹の選出方法については，研究成果によって林木

育種率業指針が定められ，育種事業推進に大きな役割り

を果している。

(2)採種林の施業

育種事業指針によって育種上の見地から，暫定措置と

して，1級と2級採種林が指定された。

(3)採種園の造成

つぎ木の研究成果によってク戸一ン養成が可能とな

り，クローン組合わせの研究も行なわれて，採種園造成

の技術をみちびいた。

倒採穂園の造成

スギのさし木の研究成果と台木仕立ての場合の台切

り，整枝，せん定の研究結果によって，採穂園の仕立方

を承ちびきだした。

2．交雑育種技術

交雑試験により樹種または品種間の親和性が研究さ

れ，交雑の可能性をしることができた。

グイマツとニホソカラマツとの交雑種が耐鼠性のある

こと，オウシューカラマツとニホンカラマツとの交雑種

は成長が速いこと，アカマツとクロマツの自然交雑種

（アイノコマツ）は成長のよい傾向のあることなどがわ

かった。

3．人為突然変異による育種技術

化学的物理的処理による新品種の造成を研究し，中平

氏はコルヒチン処理による場合ミツマタで異質6倍体の

優良品種の造成に成功した。

v林地肥培

(1)肥培

造林木の誕分吸収過程や施肥方法などについて一応の

検討がなされ，また林地肥培試験を実行中で1部には中

間成果がえられている。

各県で実施中の現地適用試験の中間報告によると，一

般的な傾向として，アカマツには肥効が現われにくいよ

うであるが，広葉樹には著しい肥効が象られ，スギには

バラツキのある肥効が承とめられる。また地帯的には温
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浅野：生産力増大のための林業技術

暖地方が比較的肥効の現われ方が大きいようである。

②肥料木および根瘤菌

但ト1根瘤菌の分離培養と実地利用

主な豆科肥料木アカシア，ニセアカシア，ヤマハギ，

ネムノキ，エニシダなどの根瘤菌の純粋培養を行ない，

アカシアについては瀬戸内海沿岸禿山の直播造林におい

て，根瘤菌の接種が成育に著しい効果を示した。

（2ト2肥料木の混植効果増進

根瘤形成におよぼすP.N､K.などの施用効果ならび

に肥料木の特性に関する試験が行なわれ，肥料木の養

苗，混植効果増進のための基礎資料がえられた。

Ⅵ機械による能率化

(1)苗畑作業の機械化

苗畑作業の機桝上は，まず農業用機械の応用からはじ

められたが，固定的な設備では苗畑溌水装置，種子貯蔵

庫などが，移動機械では各種の動力耕転機,薬剤散布機

などが考案され，また導入されたq最近考案されたもの

には北見営林局の根切機や高知営林局の耕転機にとりつ
ける堀取機などがある。

②新植作業の機械化

小型のものには地ごしらえに使われる刈払機がある。

これは昭和23年ごろから研究がはじめられ，昭和28年

ごろ現在の普及型に近いものとなり，その後部分的な改

良と作業方法の研究が行なわれ，実用化がすすめられて

きている。

植穴堀機については林業試験場で試作されたものが，

近く実用に供しえられる段階になっている。

大型機械にはブルトーザー，戸一ターヴェーター，プ

ランターなどによる機械化作業が研究され，帯広営林局

管内のパイロットフォレストで実用化されつつある。

(3)保育作業の機械化

下刈，除伐作業に刈払機が使用され始めており，防虫

には薬剤散布機が使用されている。また大面積の薬剤散

布はヘリコプターによって行なわれ，所定の地域に所望

の密度で散布することに成功している。

その他森林火災の警防や非常の際の連絡用に無線電話

を使用することや消火作業に携帯用ポンプを使用するこ

とによって，相当の効果がおさめられている。

2

＊

塗‘

lｲ画Dｰご■■画

ス ギ赤枯病の予防には

特許黄色亜酸化銅粉剤2号を｡／
1．薬効数年に亘る林業試験場の実地試験の結果次の如く其の薬効が認められている｡

薬効はボルドー液に匹敵する。

文献林業試験場研究報告No.52.62.81.82.

前林業試験場樹病研究室長野原勇太氏著スギ赤枯病の防除
2．使用上の利点（1）調剤の必要がないから簡単に実施出来る。

（2水を使わないから水利を考える必要がない。

（3）使用には天候や時間を選ばない。液剤は降雨中，朝霧時等の使用は不適当
であるが，本剤はこのような時にも効果的に使用出来る。
（4）使用中途で中止しても薬剤が無駄にならない。
（5）展着性，残効性は良効で毒害の心配は全然ない。
（6）薬価はポル・ドー液の約2倍であるが労力は約10分の1で済む。総経費は
約2割節減される。

3．適用病害スギ赤枯病,反当1回3～6斑。馬鈴薯，トマト疫病，反当1回3筋。
4．使用法撒粉機によづて其の露溌布する。BHC,DDT等との混用も可。
5．価格3旺入1袋

’‘曜入1籍(3筋入8袋木霜詰)2器:ﾜ}運賃本社負担(但し日通配達区域内）
説明書さしあげます。

発売外林産業株式会社東京都千代田区六番町七番地
（東北共同化学工業株式会社製造）
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木曾谷の生んだ文豪藤村は，〃夜明け前〃の冒頭で｢木

曾路はすべて山の中である」といっているが，私は今，

藤村のいう木曾路のちょうど中ごろにすんでいる。そし

て七年目の正月を地球の裂け目のような深い谷間で迎え

た。これから何年との谷底で過すことになるのであろう

か…淡い感働にひたる暇は今の私にはなかった..．.あ

る日，そこには現代がなかったからである。

木曾谷といえば猿，猿といえば熊，大都会のネオンの

下にうごめく多くの人々が，今だに画く木曾のイメー

ジ．...だがそれは’現実であった。悲しい木曾の断層で

あり,哀歌とも申すべきであろうか？以下は私のつれづ

れなるま坐にしるした，つたない木曾谷の随想録の一片

である。

1．熊

私は常食熊ほどおそろしい動物はないと思っている。

木曾谷でも熊は，王滝村の奥か，開田村の御岳山麓でな

ければいないものだときいていた今日，目と鼻の先の日

義村で栗拾い中の学童三人が，宮の越駅から象て200m

ほどの丘の上で突如大熊に襲われ重傷をおったというニ

ュースを人伝えにきき，思わずうなった。明日から王滝

営林署でも奥深いといわれる御岳山麓へK室長と山火跡

地の調査に出張することになっていたためである。とも

角，外見はさりげなく出向くことにきめ，当日はリュッ

クに呼笛と鈴三コ，マッチ，紙をつめて出発した。署の

都合で瀬戸川伐採事業所に泊る。たまたま,W分場長，

N技官>Y経営課長も同宿され，ささやかな小宴とな

り，酔うほどに，私がたまたま明日ゆく方には熊がいな

いかどうか問うたところ，一同のほこ先が一せいにわが

身を襲ってきた。まずY経営課長が，かって北海道で遭

遇した時，瞬間「熊’々，☆を会」と連呼しながら体を

だんだん縮め，ついに地べたを這うようにして，この危

機を回避した時の実演から始霞って，この宿舎の近くに

も二頭ほどいて夜は，まわりを排掴するというH事業所

主任の談話，ばては味方と思っていたw分場長まで，私

どもがゆく近くで老婆が眼の玉をくり抜かれたという実

話を，声高らかに引用された。私は『過去の経験から，

私をおどかす人には必らず天嗣があたりますそ／」と反

論して承たものの多勢に無勢，不安は増大するばかりで

あった。しかし,股後にK室長が「北海道の例から申し

て，熊に出会う確率はまず十万分の一でしょう」という

言葉にやっと救われた思いであった。N技官も「そうで

しょうね,まず十万分の一く・らいでしょうね」と，にこに

こしながら相づちをうたれていた。翌日は雲一つない晴

天，一行は朗らかに南北に分れた。さて私のいったとこ

ろは，昼なお暗い密林で「ほら，ほら」とK室長の指さ

される跡は熊が雌を食ったという穴また穴が歴然として

いて，ことにイチゴのあった場所はひどかった。脇の下

からにじ象出る冷たい汗が，尻の先までつたわってひん

やりする。一行四人のたえず真中を保つように歩く。右

手に下刈鎌。こんな格好だから目的地についても調査ほ

上の空,K室長は虫害を，たんねんに調べていたが，蔵

のしらべた腐朽の調査報告書は，はなはだ不安定な心理

状態のもとに，とりまとめたものであったことを告白す

る。さてこんな状態でもどうやら調査を終えて帰り，概

況を署でお話ししてK室長と外で立話しをしていたとこ

ろ，何となくあたりがあわただしくなり，きけばどこや

らで人が熊に襲われて一人が大怪我をしたという。突然

N技官が血相をかえて飛びこんできてK室長に，「十崩

十，十万分の一どころか，一分の一だ／」と叫んだ。瞬

間,K室長もぎくりとし，私は体が完全に硬直し言葉に

ならない。息をのむような時間がすぎ，どやどやと人為

がかけこむ。きけば熊に襲われたのはW分場長,Y経営

課長,N技官の一行だったのである。私は昨夜「私をお

どかす人には必ず天罰がある」といった言葉を心の奥で

じっと味わって承た･「見事に適中した．…しかし喜こ

んではいけない，あまりにもおそろしい現実ではない

か．…｣。興齋したその場の空気が静まるのをまって避

難の模様をくわしくきいて承ると，ヒノキの調査を終え

た一行は，作業員を先頭に担当区主任,W分場長,Y"

営課長,N技官の順に帰途についた。そしてキキ室ウや

オミナエシの乱れ咲く牧草地帯で景色の良い所にさしか

かった。この時眼のさといW分場長は，右上方に黒い小

犬を認め，「おや，こんな所に猟師がいるな」と思つ

た。次の瞬間，この小犬が一行に向って見る見る大犬に

なり，ばては熊となって列の真中に突っこんできた。天

地鷲|響./，平和な隊列はたちまち修羅場と化し，くもの

子が散る如く乱れ,Y経営課長ば文字どおり，平身低頭

「熊,熊,熊熊」を連呼して，地べたを這いまわり（座っ

てしまい動けなかったという説もある),w分場長はあの

世にひびけとばかりワァーという怒声を上げ（後できく

と一生一代の声だったということである),N技官は最後

§
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尾だったため，一たんくるりときびすをかえし，逃げだ

したが，一人だけおそわれる危険を悟り，そのままの位

置をぐるぐる逃げまわっていたという状態だったそうで

あるが，熊はW分場長の大声に驚いたか方向を先頭の作

業員に転じた。きもをつぶした作業員は大きな下刈鎌を

右手に，とっさに刈草を乾燥させるための棒杭の陰に身

がまえた。熊が飛びかかる，鎌が流れる，血が飛び散

る，再び必死の怒声があがる，熊が逃げ去る，一切は瞬

時で心臓の止まるような出来ごとであった。しかし幸い

に熊は作業員の体にはふれずに逃げ去った。流れ出た血

職，いきおいあまった嫌が左手を傷つけたものらしい，

相当な傷で現地で止血してどうやら帰ったという。帰着

した一行の顔は一様に青ざめていた。私を見ても何もい

わない。私も沈黙を守った。これが武士の礼儀というも

のであろう。福島町に帰場したW分場長は，その夜好き

なアルコールで一切を忘れようとグットー杯をかたむけ

たが，それでも一晩中悪夢と油汗にさいなまれ苦しゑ続

けたというし,N技官のお宅からは祝杯が高らかに上っ

た。そして，これを伝えきいた私の家内は,N技官の奥

さんや同じ官舎のY室長の奥さん方と，王滝管内出張反

対の旗をたてて役所へおしかけようと真剣に話し合いを

はじめたようであるが,､それだけは止めていただくこと

にした｡昭和33年の秋，題してW分場長一行熊遭難記。

2．キノコ

木曾谷では，毎年，トンボがすいすいと木曾川くりを

飛ぶ頃になると，小さなピク（かごの一種）を腰につけ

た，おじいさん，おばあさんがよく目につく。近くの

1上Iへキノコを取りにいく姿である。若い者はあまり象か

けない。ある時，私は付近の青年をつかまえて，『君達

は日曜日というと映画やハイキングにはよく出かける

が，キノコとりというものに興味はないか」と尋ねてみ

た。すると，この中の一人は眼を三角にして「キノコと

り？まつぴらごめんだネェ，大体どこに生えているかわ

かりもしないものを，地べたを這いまわって探すなんて

ご苦労なことだ，それに，毒ギノコでもとってきた日に

やぁ眼もあてられない，なあ一そうずら｣｡他の二人もう

なづいていた。福島町の若者達である。木曾谷とは申せ

福島町は，近代の風がふき都会？に属するのかも知れな

い。ところが，これが一歩木曾川の支流である，いわゆ

る'純粋の木曾路にはいると，全く事情は一変するから

妙である。私の懇意にしている王滝村の青年なぞは，休

みというと必らずキノコとりにいってしまう。熊がおそ

ろしくないかときいても，「ヘヘヘ，まだ一度も出合っ

たことがないネェ出ても熊の方で逃げるずら」とにこに

こしている。キノコの中毒は？，「俺のとってくるもの

に間違いがあらすか（あるものか)｣。同じ木曾の青年で

もこのとおり。私は職業上後の方の青年に好感をよせる

のはもちろんだが，この好青年が女性二人を道づれにし

て，大変な事件にまきこまれてしまった。ものすごいキ

ノコの中毒である。昭和34年11月初旬のことで，事件

発生場所は王滝村でもなお山深い樽沢地籍村有林造林小

屋，加害元凶はクマベラ（これは王滝のよび名で，正し

くはツキヨタケ)，被害人物,M君(21才)K嬢(30

才)F嬢(40才)。事件内容，げっそりやせた回復直後

のM君が，ポソリポソリ私に話してくれた遭難記は次の

とおりであった。山仕事を終えた小屋の作業員某が，帰

りにカワムケ（これも地方名で正しくはムキタケ）を沢

山とってきたので，これを炊事婦のF嬢が料理してミソ

汁に入れた。夕食は5時30分頃始まったが，食べ終っ

て雑談している中に,30分後の6時頃'､まずF嬢が異常

をうったえ始めた。体がだるく，寒いような，温かいよ

うな，胸がムカムカするような気持におそわれ，まもな

く激しい嘔吐がきて，7回吐いた。つづいてK嬢，体が

だるくなり，舌がしびれ，胸がむかついてきて吐きっぽ

くなったので，あわててクレオソートを飲んだ。しかし

吐気はとまらず，急いで洗面所へいったところ3回はい

た。吐いた時はしばらくいいが,10分位するとまた同じ

状態があらわれた。しかし二人は吐いた後は次第に楽に

なった。M君は，この間驚いて二人の手当に夢中になっ

ていたが，症状の出かたが遅かっただけのこと，やがて

同君も6時半頃，腹が痛くなった。その中激痛がきて，

腸がひねくれるように痛承，ころげまわった。頭が重く

なり，吐気がし，手や足がしびれてきた。自分でキノコ

の中燕に気がついたので止むを得ず水を約一升ほどのん

で，指を突こんでは吐き，吐いては飲んだ。幸い，小屋

には電話があったので，重態のM君だけは，飛ぶように

上ってきた医師の手当をうけたが，この時差でに9回吐

き，三種類の注射をしてもらったところ，手足のしびれ

はだんだんとれてきたが，吐気はや蓑ず，その後10回，

都合19回の嘔吐があったし下痢もした。医師のすす

めで入院したが，気持の悪いのはなお続き全快するまで

に3日を要した。いや全く死ぬ思いでしたとはM君のじ

ゅつかいの言葉であった。後で調べたところ，ミソ汁の

中にはカワムケと一諸にクマベラが沢山はいっており，

さらに調べたところ，カワムケと一諸の所にクマベラが

沢山はえていたということであった。つ重り，とる人

も，これを料理する人も，食べられるものと思ってクマ

ベラを.カワムケと一諸に処理してしまったことが原因だ

ったのである。M君は後で，くやしがっていった。「俺

がとってくれば間違いないのになあ｣。この話しに同情
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浜：木曾谷随想

の耳を傾けていた私は，木曾の山深くの，山に生き，山

に死す素朴にして善良な人食を救う道は，一体どこにあ

るのだろうか？と反問し，ここは現代のない地の果てで

ばなかろうか？とさえ疑ってゑたのである。そして反射

的にキノコに関して最も現代的な一つの映像が頭に浮ん

できた。時はこのクマベラ中毒事件をさかのぼること丁

度一年前の昭和33年秋，長野県は佐久の川上村におけ

る物語りである。一行は，キノコでは最高権威のI保護

部長を中心にW木曾分場長,K土壌,K保護両研究室長お

よび私他二，三人の幟成で，カラマツのブーラタケ病を調

査に出向いたのであったが,I部長は流石に道を歩きな

がらも，馬糞を承ては「そらマグソタケ｣,岩をさしては

｢そこにイワタケ｣，と次々に教えて下さったが，ある木

の下に来ると私を呼んで，このキノコを大事に持ってい

ってくれという。承れば，承るからに瀞なしいぺニテン

グタケではないか。醤戒心の人一倍強い私は，大変失礼

とは知りつつも，持っていて指から識が皮膚に侵入しな

いかどうか伺ったところ,｢大丈夫，炎々を」というお話

しで，おそるおそる持ち歩いたが，内心一本食べればた

ちまち七転八倒して死んでしまうといわれるこんな毒キ

ノコを，部長は一体どうするのか知らんと考えていた。

仕事を終えて,村役場で炉をかこんで一休象になった時，

「君，さっきのキノコを出してくれ給え」と部長から声

がかかり，おそるおそる紙づつ承にして下げていた私

は，くだんのキノコをさし出すと，部長ほ一わたり一同

を微笑承ながら象まわしてから，「とのキノコはおいし

いんですよ，どうです，食べませんか」といって炭火の

上にのせられた。焼くことがコツで，これによってある

程度，毒が変化してしまうらしい。ジュウ，ジュウいい

ながらその中キノコは焼け上った。部長はまず，これを

5切れほどに細かくし，その中最も大きい一片を口にふ

くまれた。直ちにこれに続いたのがW分場長．･･･「なる

ほどおいしいですね｣，これはお世辞ではなかったらし

い。続いてK土壌室長,K'保護室長，役場のF氏，「お

いしい，おいしい」の連発．．･･･私は終始，息をつめて

これを眺めていたが，とうとう最期まで手は出なかっ

た。昔ならばさしずめ小姓役の私は，手打ちか，はりつ

け,軽くて閉門というところであろうが,現代の有難さ，

刑罰もなく，寛容な部長には簡単にお許しをいただい

た。しかし生来の憶病が皆に暴露してしまったことは痛

恨のぎわ象である。部長の話しによると，この猛毒のキ

ノコも，焼いて，この位づつ食べれば別に害はないとい

うことであった。この事以来，私は専門というもののお

そろしさを，あらためて認識したわけであるが，要する

に部長ば「専門を食べた」わけであり，これは別の言葉

でいえば「現代を食べた」ということであろう。つまり

私のいいたいのは，こうした現代が木曾谷の山奥の，さ

らに童た谷間の人埼まで，あまねく渉透することを，期

待したいのである。そして，すくなくとも木曾の人だけ

は，キノコでは絶対に中毒しないんだというようになっ

て欲しいと思う。クマペヲで七人が死んだという上松の

どこやらにあるという「ウナリ小屋」なんていうのば，

不名誉のぎわ承ではないか.／

旬

＆

『
《

6

造林技術の再検討A5判52頁定価70円送料実饗
東京大学干葉演習林長農学博士渡辺資仲著

初版好評売切れ.ノテキストとしても絶好.ノ

再版2月初旬発行こう必読

フランスカイガンシヨウA5判78頁定価180円送料実数
栗田勲・草下正夫・苅住昇・大橋弘毅・寺田正男共著

木材識別カード定価3,500円送料実費
針葉樹39広葉樹179外国樹46種解説書付

空中写真判読比較カード定価1,300円送料実喪
空中写真と直接比較して林相を比較できる、

主要10数樹種200林分カード400枚箱入説明付

己

_蚤少

I
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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆アメリカにおける☆☆☆

☆ ☆☆☆

天然地域(NATURALAREAS)の保存☆ ☆

坂口

アメリカ合衆国における天然地域に関する政策

アメリカ合衆国における天然地域に関する政策は，〃山林局手

引きaorestServiceMarmal)〃と〃山林局便覧(FcrestService

HandbooP〃のなかの略号4065の系列で，その内容が詳しく述

べられているoさらに,JburnalofFOrEshy.1960年9月と11

月.Vo1.58.No.9および11で，アメリカ林業家捜会，天然

地域要員会の委員長J.F.Slanklin氏によって，天然地域に関

する論艤と紹介がなされている。わが国の保護林を設定する場

合の考え方，特に目的や適正面羨のきあ方の参考に供するため．

この内容を要約することとした。

山林局手引き，4060項目は研究上の施設・設備を述べてお

り，天然地域の項は．そのなかの4065項目で述べられている。

4065天然地域(NaturalAreaS)

1．権限山林局長官は，規則に基づいて天然地域を

指定する権限がある。

2．政策山林局の政策は，主な天然の植生型を，変

化しない条件で，できるだけ多く代表する天然地域を保

存することを援助することである。実行のおよぶかぎり

動物の生物の生態もまた変更されない状態で保存される

べきである。適切に保護された天然地域が，国有林外の

所有権の土地に見出された場合嫁，国有林と重複しない

ようにすべきである。山林局は，天然地域の十分にして

適切な数と種類を成立させ，かつ維持するため，たとえ

ば自然保瀧委員会やアメリカ林業家協会・天然地域委員

会のような，他機関と協力する。天然地域と試験林・試

験牧場の双方は規則に基づいて成立されるけれども，天

然地域は研究の発展と利用とを妨げるゆえ，大規模な天

然地域は試験地域のなかにおかれるべきでない。経験の

示すところは，天然地域はしばしば容易ならぬ害虫をか

くまい，研究プ戸ツトの最善の配置や，鰻も有効な道路

の位厭の邪魔となる。もし試験地域の有効な運営や保謹

の妨げとならないならば，天然地域は試験用の林地・牧

場に隣接しておいてもよいであろう。

山林局便覧は，天然地域を設定するにあたっての細部につき

述べている。

4065．1－責任天然地域の選定と設定は，広く承て

難者・林業試験場造林部長

勝 美

奉仕者の責任である。それゆえ，設立のための活動は，

研究または国有林資源管理機関のいずれかによって着手

せられるであろう。森林管理者と研究センターの指導者

は，設定を提案する責任があり，また保謹・管理に対し

てば担当区員に責任がある。

4065．2－承認天然地域設定の提案は，地方山林局

森林官および試験場長により勧告がなされ，ワシントン

の事務局に正式指定のための提案がなされねばならぬ。

4085．3－地域・天然地域は，その内部において，本

質的に変更されない条件をもつ大きさであるべきであ

る。一般に1,000～5,000エーカー（約400～2,000

ha)の区域を持つアラスカを除いて，一般には300と

1,000エーカー（約120～400ha)の間である。ただし，

きわめてまれな例として，最低20エーカー（約8ha)

までさがる小地域が考慮される。一般的な最少面積300

エーカーに対する除外例はまれであるべきで，そのよう

な除外例は真に顕著な特殊の場合に限らるべきである。

300エーカーより小さい面積の地域は，本質的には無修

正の状態で維持することを期待することは，ほとんどて

きない。

4065．4－管理天然地域は，その地域が森林と植生

連続，植物群叢，樹種の立地要求，昆虫や菌類による破

壊，土壌微生物，気候生物，および関連現象についての

観察と研究に価値あるものであれば，直接あるいは間接

に現存条件を修正したり変化に影群をおよぼす侵害や作

用に対して保護されなけれぼならない。家畜の放牧は許

されない。天然地域管理の基準は，侵略物保護に対する

指導方針である。何をするかについて疑いのある場合

健，その地域をそのままにのこすことである。

1．証明天然地域は，意義と目的に関する行政的記

録と明示した境界をもって証明さるべきである。観光

客，保養者および不時の訪問者を引きつけるような標識

はさけねばならぬ。しかしながら，もし道路あるいは歩

道が，天然地域の境界にそうか，あるいは横断するよう

な場合は，最小限度の掲示で侵略を股小にとどめる措置

が必要である。

2．柵天然地域の境界の柵は，家畜の保謹に必要と

する場合以外は必要がない。
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坂口：アメリカにおける天然地域(NATURALAREAS)の保存

3．公開森林家，生態学者，植物学者，および動物

学者のような専門研究者が，所在，植生型，および行政

磯関に関する評価をするため，国，地域，州，大学，あ

るいは地方の水準で，専門的な資源の公開をなすこと

は，天然地域を十分に，適切に利用するため欠くべから

ざることである。それ以外の公開ほ避けねばならぬ。

4．物理的な改良一般的にいえば，道路，歩道，

柵，および建物などによる物理的な改良は天然地域内で

は許可されない。研究上必要な一時的施設，たとえば器

具のおおいのようなものは，担当区員の承認によって行

なわれる。隣接地の火災保護のため必要とするもの以外

は，いかなる建物，道路，歩道も天然地域の境界ぞいま

たは境界上に許可されない。

隣接地の管理また朧研究の助長をふく承，天然地域の

機能をそこなわない範囲で，行政の目的上必要とした実

在道路は維持されよう，しかし，この維持は，枯損木，

倒木の除去と道床および溝に限定すべきである。

5．公衆の利用天然地域に変化を与えるような，遊

山，野営，植物採集，木の実や草本の蒐集，いちごつ

み，その他の公衆の利用は，研究に対しその価値をそこ

なう。もし，かかる使用が重大な損傷をまねくおそれが

あるならば，それらは阻止または禁止すべきである。魚

釣りは一般に許可される。猟鳥や獣類持参者を除くこと

は，規模からみても生物社会の影響に対し好ましいばか

りでなく，狩猟やわな力､けは禁止しなければならない。

天然地域内は，鉱区の溌記を撤回しなければならぬ。

8．保護天然地域内の火災は，清浄せずに火災の危

険を減じ，できるだけ速やかに消さねばならぬ。跡地は

再造林を企図すべきである。

蔓延または伝染が，隣接林地を顕著におびやかさぬ限

り，昆虫または菌類の防除を始めてはならぬ。昆虫や病

菌に起因する枯死木は天然林を構成する一部である。な

お特別の研究課題が要求する場合を除いては，天然地域

はかき乱してはいけない。

公衆の狩猟によって正規に除かれる以外，鳥類と哺乳

動物の集団は，コント戸一ルされるべきでない。

4065．5－設定

4065．51－設定の手順各天然地域朧，ワシントンの

事務局，地方山林局および試験場本場に，それぞれ永久

に保存される承認設定報告文書の署名は騰本によって証

明されねばならない。署名のための最終形式の成立報告

と伝達覚え響きは，代表官によって準備される。

報告書の写し3通が，文書証明のため要求される。森

林監理官，地方山林局森林官，および試験場長は，それ

に署名し，地方山林局森林官は，それをワシントンの事

務局の承認をうるため回送する。署名された写しの一通

が保存され，他の2通は地方山林局森林官と試験場長に

かえされる。

森林監理官，担当区員，および研究センターの指導者

には，報告の準備された事務室の責任地域内の天然地域

に対する成立報告の一通の写しが提供される。監理官，

担当区員，およびセンター指導者に提供される写しに

は，署名日付と署名官の名が示される。

ワシンI､ンの事務局と地方山林局に提供される写し

は，土地部(Div.ofLands)にファイルされる。ワシ

ントン事務局の土地部・保養利用課は，土地分類の記録

を完成するため，承認された天然地域のカード・ファイ

ルと総括表を保管する。これらの記録は，名称，地域，

森林，試験場，研究センター，面積（エーカー)，成立

日付け，および主な植生型が示される。

4065．52－設定報告の概要

1．表題〃－(州)，－④ounty),一国有林，－天然

地域の設定報告"。

2．題目：

a・主なる著しい特徴

b.位置（地図をふくむ）

c、地床型による地域

d.自然的および気候的条件

e・価値の記赦。つぎの項目が示唆される。科学的

研究の利用性に関連して(1)，（2）および（3）を述べ

る，利害相反する使用に関連して④，(5)，（6）および

(7)を述べる。

（1）植物区系，（2）地質，（3）動物区系，（4）鉱物，

(5)保養，（6）水利用，（7）その他の利用（動力線の路

線の例のように,利害の衝突を起こすような特殊の使用）

f.近づきやすいこと

g.隣接国有林地の行政の影響

h.行政と保護の調整

i.公衆の意見（その地域の指定に対する支持また

は反対）

j.勧告（述べられた目的のための天然地域の設定

に対して）

（日付け）蝿告官)/(表題）

3 承認された：

（日付け）

（日付け）

（日付け）

･森林管理官

･試験場長

･地方山林局森林官

4．指定命令：

〃農務長官の規則U-4により，私に与えられた権限に

基づき,私は19，日付け，騨告官）によっ

て報告せられた前述の土地を－天然地域として，
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坂口：アメリカにおける天然地域(NATURALAREAS)の保存

ここに指定する；前述の土地は，それに基づく規則と指

令により天然地域として，こんご行政が行なわれる｡〃

（日付け）（長）

5．写真：写真の使用は，重要な自然の特徴およびそ

の地域の潜在的科学的利用の明示を助ける。

6．地図：少なくとも1哩あたり2吋縮尺の地図が，

所有と境界を示すために要求される。植生型と地形の特

徴を示す地図は望ましいが，命令はされない。

アメリカ林業家協会，天然地域委員会の委員長J.F.

:ShFmlfliT'氏は,1960年9月のジャーナル・オブ・フオ

レストリーの58巻9号において，つぎりょうに天然地

域に関する論議を述べている。

それは,アメリカの林業術語(ForestryTerminology)

で，天然地域の定義を与えているが，その森林は原生林

であるとしている。

しかし，天然地域を原生林とすることは，事実上不可

能であるとし，1947年2月天然地域の成立をみて以来，

レンズ式立体鏡

〔瀞普及型〕

ダ

』

P

特価480円

送料実費

倍率2倍

、

美麗ビニールケース(17cm×8cm)入

日本林業技術協会発 売

その委員会で諭義されて来た。1959年サンフランシス

コでI淵催された，アメリカ林業家協会の年次大会におい

て，造林部会の委員から同年中に，この問題を再考する

よう助言された。その結果定義は尊重されるが，設定に

ついては，かなり緩和されることとなった。

天然地域委員会が組織されてから，現在に至る13年

間に承認された天然地域は，ジャーナル・オブ・フォ･レ

ス1､リー(J.0.F.)に3回にわたって報告されている。

第1回目の一臆表:J.0.F.,Vol.43,No.2,1949年

2月

第2回目の一覧表:J.0.F.,Vol.52,No.5,1954年

5月

第3回目の一覧表:J.0.F.,Vol.58,N0.11,1960年

11月

第3回目のものは，1960年1月1日に承認されたもの

で，アメリカ34州およびPuertoRicoにて見出された

128の天然地域を一覧表とし，詳細な解説を加えてい

る。（36．1．5寄稿）

中村賢太郎箸

あたらしい造林

B6判244頁

定価300円

発行所

東京都千代田区神田小川町3－24

石 崎 書 店
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ことなく，地区内にそのものが残されたとした場合は次

のとおりとなる。

第2表（1,000成）

パルプ用材の

交錯輸送排除 |生産量｜全集荷量｜差額
北海道

東北

関東

北陸

東海

近畿

中国

四国

九州

“
お
鍋
帥
加
唾
皿
礎
誕

５
０
３
３
２
８
８
５
６

１
分

，

３

？

２
１
１
１
１

2，347

772

679

895

1,801

628

1,504

376

1，621

〃
副
蝿
晦
劉
浬
”
“
銅

２
２
３
５
５
１
３
２

十
十
一
一
一
十
十
十
十

毎

について
色

宮辺健次郎
●

パルプ原木集荷困難性の増大とともにその集荷範囲が

増大し，これがため原木輸送経斐を余分に相互に支出し

ていることは確かに改善すべき事実であろう。もちろん

これには一概にいいきれない種凌の事情が存在すること

は認めなければならないが，この改善の必要性は誰しも

異論のないところであろう。いわゆる交錯輸送の排除に

ついてはここ数年前より九州地区においては社有林材に

ついて実施され着なその実級をあげてきているが，今後

資源問題，価格問題が大きく取り上げられる場合この交

錯輸送問題は再度検討すべき事項として浮び上るであろ

う。以下これらの問題の提示を行なう一方，その交錯輸

送の検討法にリニヤプログラミング(LP)を使用して

今後の促進の参考とした。

1．34年度のパルプ用材の交流状況

34年度における針，広，チップ，屑材.の交流状況朧

第1表のとおり。

該表に承るとおり，北海道を除き内地は大なり小なり

原木の交流が行なわれ，低パルプ工場所在地の関係もさ

ることながら，関東，北陸，東海を中心に東北，九州に

近づくに従いその集荷範囲が狭くなっている。しかし資

源問題とのから象合いにおいて北陸，東海の集荷地区は

日本全域におよんでいる。今仮りに生産鐙が移出される

第1表34年蟹

第3表34年度パルプ用材交流状況(2)（1,000㎡）

|全集荷量|駕豐|生産量移出量|移入量 《
》

2,347

772

679

895

1,801

628

1,504

376

1,621

７
２
２
４
０
７
５
６
０

４
２
２
９
０
１
９
６
５

３
６
２
２
０
４
１
１
３

１

７

２
１
Ｌ
Ｌ

2，564

1，023

363

380

1，220

802

1,811

582

‘,‘541

217

401

141

86

220

885

616

416

304

150

457

601

801

211

309

210

271
’

生産量は各社の生産刺戟の結果ではあるがここで交換

ということが可能であればその効果は少なくない。上表

によると移入の必要な地区は関東，北陸，東海となる。

しかし事実はこれに反し原木交流は第1表のごとき状況

となっている。もし第2表のごとき状況が実施されれば

あるいはこれに近づくことができれば関東，北陸，東海

以外はまず現在あるいは今後予想されるような集荷，価

幡の問題は現在臆どそのきびしさを減ずるであろう。

'プ用材交流状況(1)（㎡）

＆

瞥

垂〆

1表34年度パルプ用材交流状況

曇撰曹|北海道|東北|閥東|北腫|糠|近畿'。。'"｡|””｜ゞ
I

北海道

東北

関東

北陸

東海

近畿

中国

四国

九州

計

2，346，965 99，88

621,85

30,13

19，75

37

９
１
４
２
６

4,503

185,615

221,983

9,105

35，551

85

276

75，974

140,574

22，683

293，568

181,288

110,940

65，952

2,711

599

895，289

38，035

74，573

88，606

56，833

1,000,407

262，589

221,883

35，440

28，034

1,801,401

2，564，145

1,0",613

863,406

380，133

1,219,788

802,127

1,811,399

581,782

1,654,451

10,399,844

875

166

475

688

652

872

728

2，

417，

64，

125，

15，

626，

8,18

1,195,16

141，45

158,95

－＝』

1，503，76

１
１
１
↓
３

３
６
９
７
－
５

2，85

156，94

111,00

1,350,12

1,620,93

５
７
４
今
９
５

７
６
８
１
４
５
９
Ｐ

６
５
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６
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457，236

00,742

75，5282，846，965 772，0021
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宮辺：パルプ用材の交錯輸送排除について

しかし実際このような状況下を仮想した場合の必要原木

交流量は2,600千㎡である。原木入手が死活問題であ

るとすれば，これに伴い発生する価格問題，輸送経費問

題，集荷磯関問題等が反面マイナスの効果として浮び上

がるであろう。

さらに移出蛍と移入量の関係を承ると交錯輸送の検討

すべき地区が明瞭となる。すなわち次表でA/Bが1に

近いほどその該当地区となる。その順序は九州，関東，

東海，近縦，北陸，四国，中国，東北となっている。

第4表

2）各工場までの平均運賃は次のとおり，熊本県よりC

工場207円，大分県よりB工場169円，宮崎県より

C工場143円，宮崎県よりB工場160円，大分県よ
りA工場256円熊本県よりB工場206円，宮崎県内

よりA工溺206R,熊本県内よりB工場121FJ,大

分県内よりC工場177円。ただしトン当り積込量ほ

3．7石とする。

3）需要蛍の合計と供給量の合計は等しいとして(1)(2)
を一表にまとめれば次のとおり。

第6表

3

噂

、消没工場

出材県、、

賃運
移出鐙
(A)

217

401

141

86

220

385

616

416

304

移入量
(B)

150

457

601

801

211

309

210

271

供給量A/B

AIBIc
北
東
関
北
東
近
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四
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道
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東
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海
畿
国
国
州

海 君
１
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７

２
０
３

３
５
９

９
ケ
，
．
。

１
７
６

０
９
６

２2．67

0．31

0．14

0.28

1．82

2．00

1．99

1．12

円 円円
206160143

206121207

256169177

’

宮
熊
大

崎
本
分

垂

会

"星'’4,．蔦|‘,‘墨|’需”鐙’ 365，762

4）交換3工場をおのおのA,B,C出材県を宮崎県

（盲[）熊本県（江）大分県（虹）とし，さらに例えば

出材県(T)より消費工場Bへの送材をx",Cへの

送材をX13等で表わし記号化すれば次の表のとおり。

第7表

よって交錯輸送排除がこの事実に基づき数年前より社

有林材について紙バルプエ場間において実施され，着燕

その効果をあげているが，いまだ買入材の面に実施をみ

ないので全面的交錯輸送排除までにはほど遠い感があ

る。集荷比率より承て6割強を占める買入材の検討こそ

前記仮想交流状況に近づけるための第一歩であることお

よび資源，価格問題解決の有力な方策とも考えられるの

で以下過去の九州地区における社有林材の交換状況をリ

ニヤプログラミングを利用し検討することにした。

2．パルプ原木交錯輸送の検討とその方法

1）九州地区におけるパルプ原木の交換について32年

度の実綴を資料として承ると第5表のとおり。ただし

この年度は社有林についての交換の承で，その関係工

場は3社であった。

第5表

BIC計
～消毅工場｜

出材県～～IA

’
201,321

97，504

66，937

工
Ⅱ
Ⅲ

３
３
３

麺
麺
麺Ｉ

⑤
“
、
色
⑨
毒

１
４
ｎ
画
”
ｕ

ｘ
ｘ
ｘ

Xｴl

X21

X31
り

|175,422174,0151u6,3251365,762計

すなわちxl,+x,9+x,3=201,321

x郡十x"+x98=97,504

x3,+x33+x38=66,937

xl,+xg,+x3,=175,422

x,2+x"+x"==74,015

x18+x"+"8=116,325

の制限の下で輸送饗合計は

206x,,+160x,2+143x13+206x"+121xgg+207x"

+250x3,+169x"+177x錨となりこれを最小にするよ

うにおのおのx鰯を決める。

スラック変数入』…･入‘を導入して条件式を次のよ

うにする。

x,,+x,3+x'3+入,=201,321

x2,+x"+x98+入醗=97,504

x3,+x82+x33+入3=66,937

x,,+x"+X3,+入4=175,422

x1座+xgg+x39+入5=74,015

x,3+x"+x33+入6=116,325

恐
埜
↑

|…
交流状況

交流相手工場生産県

払出受入

石I石石
3，521

148，637

23，264

大分
宮崎
熊本

A

|‘
大分
宮崎
熊本

大分

宮．崎
熊本

B 6,326116,74620，732

53，283

42，684

52，684
20,957

C Ｂ
Ａ
Ｂ

':::%|
16,379
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宮辺：パルプ用材の交錯輸送排除について

そして目的は輸送費(f)を次の条件に合するように一M(入,+入望＋入3+入|4+入恵十入6)=max

することである。 次に計算における〔シンプレックス・タブロー〕最初

f=-206X,1-160X,2-143x,3-206xg,-121xgg の表と最後の表を示せば次のとおり。

-207x蝿－256x3,-169x32-177x"

第8表
垣

｜’V'l0-206-160-143-206-121-207-256-169-1771-M-M-M-M-M-M
｜入‘"･ﾊ‘ﾍ,パ‘ハ‘｜計X1,X,2X13X21XggXg3X31X32X38v,|変数s

E

那
那
那
那
弧
弧

入1 201,821111 1

入雪 97，504 111 1

入3 66，937 1 111

入4 175,4221111 1

入5 74，015111 1

入6 116,3251111

{¥.…|-'ゞ＝≦“々－．＝’。。．。。0l20616014320612120725616917700000

X11 151,93311.-111-111

X21 23,489‘－11－111 －1

d｣,,-1-1入8

X酬 66，937 111-1-111

X” 74,015111 1

X13 39,88811-1-111-1-1

鰯割：’:：：：｡:,:‘:：’:,::罰_,；{Im_"0｡

201,325

97，508

66，941

175,426

74，019

1116，329

1ゞ，{:麓
0

0

151,987

23，489

－ 10

166,941

74，019

89，388

－22

-1771-64,003,451

I

丘
』

ZｰVj

妬
“
Ｍ
力
瓢
網

翅
三
一
副
剖
剖

6

’Zj－V
l

以上の計算の結果次のことがわかる。大分県内の移動(X83)66,937石(=67千石）熊本県

1）運賃は64,003,080門が合理的である。内の移動(xg2)74,015石(=74千石）宮崎県からC

2）このための各県からの出材量は次のごとくである。への送材39,388石（－39千石）

すなわち宮崎県内の移動(x,x)151,933石(=152千4)実績と計算結果の最良計画量との比較は第9表のと

石）熊本県からAへの送材23,489石（-24千石）おり。

第 9表（石）

｡

舞
起

寺

B C

差実縦|最良計画差実績賎良計画｜差
’

0

1

’
148,637

23，264

(＋)18,684

(＋)20,957

(一)24,316

宮
熊
大

崎
本
分

(一）

(一）

(＋）

４
７
４

８
５
８

６
９
６

１
り
り

顕
釦
狸

39，000

－

67,000

叩
叩
一

０
０
タ
３

２
４
５
２

１ 3，363

736

3,521

一

58，283

20，782

－

74，000
｜
”
鉋
７
７
Ｆ
３

０
０
２
２
Ｊ
ｊ
一
十
く
く3,521

この比較表で明らかなとおりA工場については宮以上の結果から承れば単に全般的には最良計画と大差

崎，熊本両県からの送材はさらに増強すべきであるないが，内容的には量交換の面で大きく改善すべき点が

が，大分県よりの送材は中止した方が有利であり,B残されている。今後交換材の必要性がますます増大する

工場については熊本県よりの送材ほ増強し，大分県よので，計画立案に際して単に社有林材に止まることな

りの送材は中止すべきであり,C工場については宮崎く，消蟹量の6割以上を占める買入材の面をも合わせ各

県よりの送材は減量し，そのかわりに大分県よりの送社共同の上検討すべく，この際リニヤプログラミングは

材は増鐙すべきである。また熊本県より送材している非常に有利であると考えられるので，その活用を提示し

が，これは中止した方がよいということがいえよう。た。交錯輸送排除の問題は案外等閑視されているが，資

5）この場合実績により運賃(f)を計算して承ると源問題，価格問題との関連性はきわめて大きいので，そ

65,648,228門となるが,LPによる計算結果との差の実施の促進が望まれる。

は約1,645千円高となっている。（35．12．16寄稿）
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村山山口貯水池林における懐煙剤に

よるマツヶムシ駆除実施について

一斎藤 正男
三－一一一一壹哩ﾛ■.ー'ー■■

心 司凸■一一剖一一1－－－

凸

森林の立木密度等により困難な場合もあるので，これら

の短所をおぎない少ない労力で実施できる燃煙剤による

駆除を実施して殺虫効果を高め駆除の早期解決を計るこ

とを目的としたものである。

江．実施期日

昭和35年6月3日～6月8日（5日間）

虹．実施個所

今回の駆除は経費の関係で山口貯水池林(全域)5101'a

で行なった。

Ⅳ、地況ならびに林況

村山，山口貯水池林は標高190.8mいわゆる武蔵野

の台地に突起している狭山丘稜地帯の村山，山口両貯水

池の周囲を囲む地域であって，貯水池林と民有地との境

界は周囲道路（防火線を兼ねた）で区画されている。こ

の丘稜の‘ほぼ中央に位して東西を走る府県界道路の分水

嶺の流域を区画し南側を村山貯水池林(165ha)北側を

山口貯水池林(510ha)に分岐する。貯水池最大の傾斜

方位は北面向25～30.であるが南半は8～14。の傾斜

度を有し大部は緩斜，僅斜に二分される。

地質は新生界第四系に属し，藤本理学博士の調査によ

ればいわゆる狭山層（成田層）である。

土壌は運積土の水積土で物理的淘汰分析法による分析

結果は壌質植土であり，色は初め赤褐色を呈するが空気

乾燥すれば次第に暗褐色に変ずる。

主林木アカマツは樹令25～70年生の壮令林で，うつ

閉度密な天然生である。林内面積の大部を占有する樹冠

はほとんど林地の全般をおおい，交互複雑し垂直的には

不規則な二段林冠層を形成するが樹木形態はおおむね良

である。アカマツのやや疎開した個所にばその空間をう

かがうように5～15年生の天然生広葉樹がやや不規則な

第三段の林冠層を形成し中廠な生育状態に点在する。下

木植栽したヒノキを除き他はいずれも3～6年生の天然

生で生育遅漫し，まだ樹冠を形成せず，一般に地床を水

平に被覆する状態にあり，針葉樹類においては上記のヒ
ノキの外スギ，モミを存するも，林内へ点在する程度で

ある。広葉樹類にあってば，ネジキ，リヨウブ，ヤマウ

ルシ，トネリコ，ナラ，クリ，〆､ンノキ，カキ，エゴ，

ヤマフジ，ヒサカキ，ヤマツツジ，レソケツツジ，イヌ

ツケ等であり，その混交歩合は針葉樹約80％（このう

ち江令級までのアカマツ天然生幼令林の小面積の部分数

まえがき

昭和30年に林業用B.H.C燃煙剤が製造されて以

来，関係者はこの使用方法に非常な関心を寄せて来た。

その結果は各地における野外試験による効果の成級は非

常に高く，樹上に虫体を露出している食葉性害虫の駆除

に事業的に採用することがなんら不安を感じられない段

階に到達したのである。

従来行なわれているマツケムシの幼虫に対するB.H.C

の効果は，粉剤や液剤については十分検討され，粉剤お

よび液剤の撒布による駆除が広く行なわれていたのであ

るo

ただ問題はB.H.Cの粉剤を主剤としたものを煙に

して気流を利用して駆除するのであるから，虫体が十分

被煙されれば効果がある筈であるが，気象上十分に被煙

させることが，野外試験と異なり大面積に実施の場合技

術的に困難であるかどうか。また燃煙剤が最近急速に発

展して全国的に広く使用されて来つつある時小面積によ

る野外試験における資料は数多く発表されているが，広

い面積における防除実施による資料には，とぼしいと思

われるので，東京都水道の多摩川原水の貯水池である，

村山，山口貯水池周囲の都有林における駆除実施の効果

調査の結果を発表するものである。

X.目的

村山，山口貯水池林は総面積675“で，東京都北多

摩郡大和町，東村山，村山町にまたがる満水面積151.4

”の村山貯水池と，村山の西北に当る狭山丘陵の谷間

を利用してできている山口貯水池は，埼玉県入間郡所沢

市，武蔵町宮寺，旧元狭山ほか東京都西多摩郡瑞穂町に

またがり満水面積は189.3haであり。貯水池林はこの

両貯水池を保渡することを目的としているものである。

すなわち降雨に際して汚水の流入または，土砂の崩壊

を防止するためのものである。貯水池氷の樹種は主林木

としてアカマッの幼，壮令林で約80％副林木として広

葉樹約20％であるが，スギ，ヒノキがそのうちに点生す

る。村山，山口貯水池林ではマツケムシは毎年発生して

いたのであるが，本年度はまれiこ見る異状高温な気候の

変化による影瀞等により異状大発生を見たので，樹木に

与える被害が甚大であるから，従来散粉機により行なわ

れていた方法では労力および時間を多く消我し，地形，

己
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斎藤：村山，山口貯水池林における蝿煙剤によるマツケムシ駆除実施について

ヵ所を含む）広葉樹約20％で蓄積は約420,000石（昭

和35年6月推定）の現況である。

V.使用薬剤

B.HC輝煙剤

（林野用γ-B.H.C150g)9009入1,530筒使用。

Ⅵ、実施要領

Ⅶ、効果の調査方法

高さ15cm横30cm巾30cmの矩形型の木枠に防

虫用1.5mm目の金網を張った金網篭をつくり，別の

林分で採取したマツケムシ5～6令虫を若干の松葉と共

に20匹宛入れ，この金網篭20個と広さ1枚が3.3mg

の紙シート（これはマヒ，死虫の落虫の状態を見る）を

屯

月 日｜祷間’実施事項摘 要 5

6月1日～2日8時30分～16時

6月8日～8日5時30分～16時

1.実施予定地の概況調査
2．発煙点の予定地調査
3．調査虫の採取ならびに配置

1．発煙点の風速風向調査および決定
2．発煙開始
8．第1回殺虫効果測定

l.第18回までの殺虫効果測定

6月4日の承風速の関係によ

り発煙点火は午前，午後の

2回に分けて実施した。

6月9日～20日’ 一
《
》

114枚つくり調査資料とした。金網龍20個については

林内の適当な調査木に’個宛設慨した。設置個所は各調

査木をクローネ内へ’個宛設けるようにした。またその

高さは樹上10～12mの位置である。

煉煙剤の使用量は'1a当り3筒を使用した。発煙につ

いては特に金網龍の存在の意識に考慮を払うことなく発

煙を行なった。また発煙中はたえず観察を行ない煙の流

れ具合および資料に煙を被った時間等を記録した。さら

に簡単な林内気象を観察する。

発煙後は林内から全く煙の飛散するのを待って（発煙

約7～8時間後)第1回の調査を行ない以後毎日1回(13

日～'8日間）調査を行なった。資料はそのまま林内の各

調査木へ設置したままでマヒ虫，死虫，健全虫を調査し

たものである。なおこの間のマツ葉の補給，交換は毎日

行なった。

Ⅷ、実施経過について

第1日目，昭和35年6月3日午前6時発煙開始

気象：①晴林内風速30cmkec斜面下降風

比較的池水に接近した森林であるため，発煙点を斜面

の上方と斜面の間の窪にそって配置した。今回の煙の流

れ具合は風速計がほとんど回転しない状態の中で一斉点

火を行なった。煙は徐灸に南北の方向に進行，点火後7

分には林分を縦断して林外に流れ始め’’分後には大部

分林内から飛散した。

第2日目，同年6月4日午前6時10分発煙開始

気象：。薄曇林内風速30cm/sec斜面上昇風

発煙点を斜面の下部に選び，斜面をまく経路にそって

記置した。発煙開始時の風速は50cm/Secであったが

2時間後徐灸に風速が強まった。

煉煙剤発煙には不適当と考えられたので強風下でほど

んなふうに流れるかを良く観察した。しかし案に相違し

て，煙は幼令林では低い樹冠の中に吹き込まれ，左右へ

の煙の広がりは小さいが急速に分散して樹冠をおおい，

発煙直後の調査では被煙距離は急速に延びるので効力に

は差異がないものと思われた。しかしその後最大風速

10～12m/白になったので当日の予定数量の2/3の発煙

で一旦中止（午前9時）し，日没（夕日がかげる時）に

至り残量の発煙を行なった。（残量発煙開始午後4時20
分)。

第3日目，同年6月6日午前6時15分発煙開始

気象：。曇林内風速2m/Sec斜面上昇風

東西を走る稜線が林道になっている沢の向きが北西に

傾斜の面した林内地勢であり，クローネが地面に接して

いるので斜面の下部すなわち，クローネから2～3mの

位置へ発煙点を設け斜面の中間地点へと配置した。風に

乗って多量の煙が上昇飛散し点火’0分後大部分の煙は

林内から飛散し去った。

第4日目，同年6月7日午前6時25分発煙開始

気象：。曇林内風速40cmkec斜面下降風

貯水池林として一番山の深い地帯であるこの地域は東

京都西多摩郡瑞穂町の地番で標高180m,一番深い沢，

谷間が多いので，下降風を利用して峯筋に発煙点を設け

て点火を開始したのであるが，煙の流れはその地域毎に

接地逆転風が多く点火当初の予想より思わしくないの

で，沢筋ならびに谷間に移動しながら発煙を行なった。

煙は谷間，沢筋を低迷しながら両斜面の樹冠をおおいな

がら，峰筋ならびに稜線を抜けて’4分後に林内から飛
去った。

第5日目，同年6月8日午前6時25分発煙開始

気象：。曇林内風速50cm/sec斜面上昇風

山口貯水池満水位北側の方向，南に面した貯水池林で

比較的奥行の浅い山林地帯であるが，実施前風力方向測

定発煙筒で煙の流れる方向を測定したら，無風に近く上

昇気流（この場合傾斜にそって上向に流れる風）すなわ

悠
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斎藤：村山，山口貯水池林における億煙剤によるマツケムシ駆除実施について

（1筒の発煙時間平均8～9分）この時間になると気象

状態が上昇気流に変化してくるので晴天の日出直後1～

3時間内に発煙すれば風向が安定して最もよい結果を得

ること，また実施に当っては1日50ha薬剤100～150

筒程度の使用で行なえば実行に無理が生じないと考えら

れた。なお所要経饗について見ると煉煙剤1筒の発煙時

間平均8分として使用人夫を1日作業員（常庸）12名臨

時人夫9名の30名で行なった。1日（約100ha発煙が

終るまでの時間）の標準割当数量は1人掛10筒で実施

したが発煙中の所要時間は問題ないとしても発煙作業中

における気象の変動，次の発煙点設置個所の判定，薬剤

の運搬移動等意外に時間を多く要することが判明した。

発煙実施前各地における実験資料あるいは参考図書等

により十分検討を行なったのであるが平地林と違い起伏

の多い森林地帯に使用する場合には，この点に十分留

意しなければならないことを痛感した，今回の実施では

第3日～4日目の発煙終了が午前11時であり，所要時

間が約5時間弱を要した。以上の点より発煙基準量は1

日501週駕煙剤100～150筒の使用量が広い面積で駆除

する場合適当であると考える。

なお，今回実施の所要経費は次表のとおりである。

2）調査虫に対する効果から全体を判断することは，

その正確さを欠くとしても，国で各所で行なわれた実験

資料を基にして,ha当りγB.H.C-375g(2.5筒）で十

ち谷風の状態に流れる非常に条件のよい状況にあるので

発煙点を満水面巡視道路沿林縁と稜線に向って谷ぞいの

中間へ配慨した。左右への被煙距離も広く楽へ流れた煙

の一部は下降気流に乗って反対側林内へ縦を越え，傾斜

面(ただし傾斜20.位)にそって下るのも見受けられた。

しかし大部分倣峯へ達すると煙は直上上昇し発煙12分

後散失した。

注････実施期間における煉煙剤発煙中の時間（分）

｝域剤各筒の林内における被煙中の平均発煙
時間である。

なお，経過の地況および発煙の状態における

観察は当日実施の標準となる個処の観察を記

録したものである。

]X.考察

1）今回実施した結果より解明しえたことは，広い面

積にわたっては地域毎に部分的ではあるが,幼令林あり，

壮令林，針広混精林ありで全体的にはアカマツ林地帯で

あっても林相の変化が多い。地形においても傾斜の変化

が多く発煙点の計画通りの設置にも実行困難な場合にそ

う遇する。加えて林内へ深く入ると人間には感じなくて

も逆転風が非常に多く点火発煙してから感ずることが多

かった。特に今回の実施はマツケムシの終令に近い5～

6令虫の時期に行なったので時期を急ぐ．ため1日約100

ha薬剤約300筒単位で行なったため，発煙を午前6時

に開始しても終了が午前10.30～11.00時頃となった。

』

ー
Lr

f鑓

|”．'綾…|臘継|癖単価|器鼻&|豊撫蝿｜鏑※砿 別
今

門’燃煙剤1,530筒
510ヘクタール)|3igil760R|2,280HI1,162,800バルサン，ポンプ（9009入）1,162,800

lllll 作業員平均単価
1,195円

畢
一
壁
迄

労力饗

時間
早出3－毎日(5日間）
4日目残1時間

0.02人1,195R
0.03時間200円

作業員
時間外手当

29F395銭
6F300銭

105人
315時間

125,415R
13,000円

’
45人0．01人500円5PJO0銭22,500FJ
135時間0.03時間79円2円37,銭11,376R

臨時人夫
時間外手当

臨時人夫
平均単価500円

｜ lll |量､‘,…!…･㈲計

注…･上記所要経喪については調査鋪その他蛎備経識は含まず発煙に要する費用だけを計媒した。

分効果があると発表されている。しかし通常ha当りのとは当然考えられることなので今回の駆除発煙は十分効

基準量はγB.H.C-450g(3筒）であるので，今回の果があったものと承とめられ調査虫の結果から判断すれ

使用澱は樹高の高い森林が対象となるので,ha当γB.ぱ発煙は適当であったと考えられる。

H・G450g(3筒）を使用した，国の資料によるとha当3)適用林分については立令級までの幼令林分では逆

りγB､H.C-375g(2.5筒）で80～90%の効果がある転時が低く林内のうつ閉が一般に粗なので拡散する量が

ことが承とめられている。しかしこれは実験による結果多いため有効に被煙させるために，長さ2nlの棒の先

だけの資料であるので実際に実用化する場合にほ，広いに薬剤が乗る程度の簡単な箱を取付け煙の方向にしたが

面積に実験結果より多い標準量を使えば効果の大きいこって移動し全般に被煙するように考慮した。貯水池林は
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写真1発鍾前の状態

磯
写真3発煙中の薬剤筒

写真5試虫篭

〆

勘;$澗再

鱗
＃親蝋溌

写真2発煙中の遠鍬

写真4薬剤筒を棒の先につけて林内を移動する

写真6落虫状態を調べる紙シート

－32－

a

屯

茜

面
。

｡

▼

_錘一
罫



斎藤：村山，山口貯水池林における燃煙剤によるマツケムシ駆除実施について

平均樹高15～17mの壮令林分であるがうつ閉が密なた

め，煙がよく樹冠に接触するのが象とめられた。このこ

とから壮令林分でよくうっ閉した貯水池林には適当して

いるものと考える。

4）林内へ20個所設置した試虫龍について効果を調

査せる結果，試虫数400頭のうち健全虫47頭，マヒ虫

73頭，死虫280頭を得た。この結果％で見た場合，健

全虫12％，マヒ虫18％，死虫70％となり薬剤効果の

現われた，マヒ虫十死虫率は88％である。（マヒ虫に

ついては被煙後苦もん状態，やがて仮死状態となり結局

はマユをつくれなかったり蝿化ができなくなってB.H.

c中毒の症状で死んでしまうことが観察されているので

効果の中に加える）しかしながら広い地域にわたっての

発煙実施の場合ほ気象条件好悪により，完全に被煙され

ない林分も出るので，この調査による効果が全体にわた

っての効果とは断じ難いが当初予想したよりも効果判定

88％の非常な好成績を示した。

紙シート上における薬剤の効力発効の状態をマヒ，死

亡の落虫状態で調べると，発煙開始してから5～6時間

後から死んだ虫が見られるが2～4日目までが非常に多

い。5日以降は徐女に減っているが調査打切りの18日

目にもマヒ虫，死虫が現われていた。

これは薬剤の性質γB.H.C(リンデン）は遅効的に

効力をあらわすことならびにマツケムシが終令虫に近く

からだが大きいので遅効するものと考えられるのでマツ

ケムシの発育しない（2～4令虫程朧）うちの早期駆除

が最も肝要であるものと考えられる。

5）煉煙筒に点火すると,7B.H.C-150gの微粒子

を大鐙に含んだ煙が噴出する。脳出した煙は風に乗って

風下へ拡散するが，林内を被煙した煙は風速により被煙

域の巾35～40m煙の高さ10～20m被煙距離150~

200mまで流れた。

200mで相当強い臭気がありその臭気は2～4時間林

内に漂った。ここで注意しなければならないのは発煙点

の設置に考慮を払うのは，煙を風により遠距離まで運搬

しようというのがねらいであり，煙は遠く流れるほど薄

くなる道理であるから有効距離を算定しなければならな

い。これを輝煙剤協議会の古林氏の濃度の実験数値で見

るとマツケムシ幼虫4～5令で実用殺虫濃度朧0.0014

9')'/nfの数値が出ている。これを正しいとすれば濃度

比で見るとγB.H.C150g筒1筒で200mにおいて

0.0014497/㎡の濃度があるから直接煙に触れた虫は

致死するものと思われる。50mでは実用殺虫濃度の約

2.6倍の0.03697'/}㎡である。林野庁で行なった千葉

県六方野の実験では1509@)'B､H.C1筒の場合50m

で96.2%200mで48.5%(いずれも48時間後)致死

しているし，その後の調査によれば残存したものもほと

んど全部が黄きよう菌のためへい死してしまった。（以

上清永氏の煉煙法による森林害虫の駆除より）

前記の実験記録より考えると林内の被煙は有効である

ものと推察され，その効力は残存せる虫に長期にわたり

影響を与えるものと思われる。また実験の結果によれば

煉煙剤使用の林内には2週間後の現地調査で黄きよう菌

あるいはイザリヤ菌等の天敵の影響による死虫が現われ

る事が確認されており今回の貯水池林における駆除は予

想以上の成果があったものと考えられる。

あとがき

本小穂は村山，山口貯水池林のうち第1期春期駆除と

して，山口貯水池林分を実施した防除記録の資料を基に

まとめ上げたものである。

林業技術者としての職務に従事しているが森林保護に

対する専門的な学究者ではないので本稿においても不十

分な説明の個所が多いことと思う。昭和27～28年頃より

林業関係機関紙等にマツケムシに対する煉煙法による駆

除瀧有効かつ有望であるという事が専門的学究者より発

表されており，それらを時を拝見してなかなかいい着想

であると思い関心をもっていたのであるが今回実際に煉

煙剤による防除を行なうに当りさらに関心と認識を高め

本格的に取組象たいと,考えを新たにしたものである｡本

小稿の内容は駆除完了後その効果について，東京都水道

局長宛駆除実施効果報告書として報告せるものである。

第2期秋期駆除を村山貯水池林へ昭和35年9月26日

～30日まで165haの山林面積に実施したが2～4令の

マツケムシに対しては非常に効果が大きく90～95％を

試虫龍の調査より得られた。第2期秋期駆除の防除記録

は余暇を見てその所見をまとめたいと思っている。

私がここで所見を発表するのは防除結果の効率が非常

に高く村山，山口貯水池を春，秋2期に分けて675haを

一巡駆除したが，実施後の被害発生密度が急激に減少し

た事実を認識したためである。

なお駆除実施について調査に長期間御協力をいただい

た東京都水道局村山，山口貯水池事務所職員多数の方燕

に対して厚く御礼を申し上げる。

参考文献

1）煉煙法による森林害虫の防除清永健介箸

2）林野でつかう発煙防虫法竹越俊文箸

3）森林防疫ニュース

（36．2．6寄稿）

編集の都合_上，図，表等を多数省略させていただ

きましたのでお断り申し上げます。（編集室）
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Oスパイク金具の構造

「木登り用スパイク金具」というと，いかめしく聞こ

えるが，要するに木登りに便利なように作った足につけ

る金具である。発明者は九州大学粕屋演習林の作業員，

高橋好喜氏(50才）で，氏の話によると藤蔓が木の幹

にから承ついている状態にヒントを得て考案したものと

いう。アメリカには木登靴があり，また電信工夫が電柱

に登る場合に使用している金具があるが，それらとは関

係はない。全く氏の独創にかかるもので，目下この名称

で特許出願中である。

この金具は，写真工に示すように，足につける部分

と，その韮部から内側に伸びた触角のような部分からな

っている。足につける部分の内側には，2本の爪が下方

に出ており，この爪が木の幹にくいこむ。

木登用スパイク

金具の発明と

枝打作業の

能率化
心

田迪夫＊

島能道*:ボ

黒
中

r

○はしがき

木登りを必要とする作業には，枝打，種子の採取，樹

高測定などの作業があるが，従来それらに使用されてい

たのは，主に梯子であった。しかし梯子では作業地まで

の運搬や，林内での移動が面倒なばかりでなく，作業中

に梯子を固定させておくことに気を奪われ，肝心の主作

業の能率が上らない。しかも足場の悪いところでは，梯

子が外れてけがをする危険も大きい。そこで福岡県下で

は2～3年前から，梯子の代わりに竹竿を用い，地上か

ら作業するという方法がかなり取入れられて来ている。

たとえば，枝打ではこの竹竿の先に鋸をつけて，地上か

ら枝を落とすわけである。われわれはこれを枝打改良鋸

と呼んでいるが，この方法によると作業は安全となる。

また持運びも梯子よりは容易である。さらに肝心の枝打

作業の能率も梯子の場合より｡は，かなり増進する。

しかし，このやり方では作業者の姿勢が，無理な仰向

きの形となり，しかもかなり重い竹竿を支えなければな

らないために，疲労がひどい。しかもこのような姿勢で

行なった枝打は，斜め切りになったり，枝の根元からの

切断が不十分となる場合が多く，作業の能率は高まって

も，肝心の枝打の目的，すなわち，枝打後の巻込みに支

障をきたすおそれがある。そのため折角の枝打改良鋸の

発明幅岡県糸島都の某氏の発明と云われる）も，一部

の山林所有者からは嫌われ,普及されないうらみがあっ

た。

これに対して，ここに新しく紹介する木登用スパイク

金具は，作業能率の増進の面で，従来の梯子や枝打改良

鋸よりもはるかにすぐれているばかりでなく，持運びや

作業の安全，作業目的の達成などの面でもまさってい

る。しかも安illiである。したがって，今後の枝打作業に

広く使用される価値があるものと考えられる。

このような意味で，たまたまこの金具と梯子および枝

打改良鋸との能率比較試験の機会を持ったのを縁とし

て，われわれが知り得たところを報告し，普及の先駆を

つとめたいと思う。

訂

写真I木登用スパイク金具

しかし，その食いこ承は浅く，せいぜい2～3mXn程

度で，木質部を似つけることはない｡.したがって一方で

は，爪だけでは作業者が滑り落ちるおそれがあるが，そ

れは触角に似た部分で支えている。というのは，この部

分が幹に巻きつき，爪が外れても落ちない仕かけになっ

ているからである。その意味で，触角の部分は，この金

具の考案のうち，鰻も独創的な部分であるということが

できる。触角の形は，現物を見てもらうのが早道である

が，釣針を逆にしたようなかっこうをしていて，その尖

端が幹に嘘い込む一方，蟹曲部分が樹に巻きつく。巻き

つく角度は，幹の太さと作業者の姿勢によって一定しな

いが，地上で金具をつけ~た場合であると45．内外にな

る。この触角で巻きつきの可能な幹の太さ朧直径8～40

cmというが，枝打の対象となる木を考えて見るに，こ

れで十分と思われる。

な飴，この金具を足につける場合には，金具の上部に

あけてある二つの穴に紐を通し，離れないように足に結

びつける。また作業の時はロープで上半身を固定させ

る。作業時の姿勢を示すと写真瓦のごとくである。すな

わち金具とロープで，しっかり身体が固定されていて，

両手が自由に使用でき，しかも姿勢に無理がない。した

がって，木に登って枝打作業を行なっても，地上で枝打

●
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黒田・中島：木登用スパイク金具の発明と枝打作業の能率化

第1表枝打作業の成績（枝打本数）

写真立木登用スパイク金具どの程度に作業能率が
による枝打作業増進するかを，梯子を

用いた場合および枝打改良鋸を用いた場合とを比較試験

して承た。（写真、を参照）

場所は，九州大学粕屋演習林の山地で，傾斜は30.以

上あり，かなり瞼しく，足場の悪い所である。対象とし

た林分は，昭和7～8年に植栽したヒノキ林で，植栽時

写真･爪改良鋸と梯子による打改良鋸およびスパイ
枝打作業ク金具を使用して枝打

作業の能率を比較した結果を示すと，第1表のとおりで

ある。すなわ､ら，梯子を用いた場合を100とすると，枝

打改良鋸を用いると122.5％，木登用スパイク金具では

164.2％という成繊を得たが，この事は，スパイク金具

の使用が，作業能率の増進に，いかに大きく寄与してい

るかを如実に示しているものといえよう。

では，スパイク金具を用いると，どうして作業の能率

が高くなるのか。この謎を解明するために，われわれ

は，枝打作業を道具別，要素作業別に分けて考察して見
た。その結果は第2表のごとくである。

|梯子|改良枝打鋸|木登用ｽｲｸ金具作業者

22本

20

17

19.7

164．20

12本

18

11

12．0

100．00

15本

16

13

14．7

122．50

A,

A窪

A3

平均

比率

凸

’I分

(注）1．作業者は常時演習林で働いている人夫である。

2．用具別の本数は1時間で行なった技打本数を示

す。

第2裟枝打作業の要素作業別の所要時間

梯子｜改良鋸｜スパイク金具
要紫作業

季 勝闘|比率 時間|比率|時間|比率
％
６
２
２
０

．
・
・
・
０

７
３
６
３
０

４
４
１

分
2．79

1.05

1.00

0.15

5．00

％
55．8

分
2．51

％
61．4

分
1．45枝切

梯子，木の
登り下り

移動

その他

計

1．3221．1

1．41

0．17

4．09

34．5

4．1

100

0．19

0．09

3．05

20．0

3．1

100

（注）1．時間は前掲の第1表から求めた3人の作業員の

1本の枝打に要した平均所要時間。

2.rその他」は疲れなどによる作業の休止時間。

すなわ､ら，1本の枝打に梯子でば平均5分，枝打改良

鋸では平均4．09分，スパイク金具では平均3．05分を

それぞれ要しているが，その内容に立入って承ると，ま

ず枝切作業では，梯子と改良鋸の場合の所要時間が，ス

パイク金具よりもはるかに長いことが知られる。これは

梯子の場合は片手で梯子を支えていなければならないた

めに，枝切りに全力をあげることができず，また改良鋸

の場合にも，仰向けの無理な姿勢で下から長く竿をのば

しているために，枝切りに加わる力が弱められるからで

あろう。この点，スパイク金具は楽な姿勢で両手を自由

に使って枝切りができるから，容易に枝を切断すること

ができるわけである。

次に，梯子または木の登り下りと，移動の時間である

が，両者を合わせると，最も短いのは枝打改良鋸の1．41

分で，次がメパイク金具の1．51分，梯子の2．05分の

順になっている。この順序は一応予想されるところであ

るが，走れにしても梯子や木の登り下りの必要のない改

良鋸が，これにかなりの時間を要しているという点に疑

念をいだかれる人もあるに違いない。実際，われわれも

卒直にいってこの点は，最初は間違いではないかとさえ

考えたのであるが，さて調べて承ると理由がある。それ

は下から長い竹竿で枝打ちするために，枝を求めて木の

‘
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域

－35－



黒田・中島：木登用スパイク金具の発明と枝打作業の能率化

て転倒する危険もあるから，絶対安全というわけではな

い。むしろ，その点，あらかじめ足場を固定しておくス

パイク金具の方が安全だともいえよう。

5）道具代が安上りになる。

演習林で調べたところでは，道具の値段は梯子が

2,000円，鋸が330円で計2,330R,改良鋸は竿付で

2,300円，スパイク金具は原価800門，鋸330円で計

1,130円，特許料200円を入れても1,330円程度で，

梯子や改良鋸の半値に近い。しかも木の梯子や竹竿より

も，鉄製の金具の方がずっと耐久年数が長いから，年当

り経溌にすると，スパイク金具の方はさらに安くなる。

維持費もいらない。

以_上，スパイク金具の利点をならべたてたが，一方，

欠点もないわけではない。たとえば幹に傷をつけると

か，金具の使用にあたって･の習練の問題がある。しかし

幹に傷をつけるといっても，それは2～3mm程度で，

木質部に手ひどく喰い込む程深いものではないから，商

品価値をそこなうことはない。また習練も，人夫に聞い

たところでは，2～3時間も練習すればよいとの事であ

り，われわれが試して承ても登れる位であるから，問題

にするほどのことはない。したがって，このように承て

くると，スパイク金具は，今後の枝打作業には広く取入

れられる可能性を持っているし，またそれだけの価値が

あると思う。そういう意味で，機械，器具には門外漢で

はあるが，あえて紹介の労をとった次第である。

なお，金具の性能や權造などについて，もっと詳しく

お知りになりたい方は，福岡県粕屋群篠栗町の九州大学

粕屋演習林宛に照会されたい。

（36．1．21寄稿）

正誤表

林業技術228号（1961.2）

柴田信男：植栽密度試験について

周囲をまわらなければならないが，その場合，足場が悪

いところでは，それにかなりの時間をとられており，こ

の場合についていうと，それが’､41分のうち，.,，分

を占めている。梯子やスパイク金具の場合と同じ意味で

の移動，すなわち，木から木への移動は0.30分で，ス

パイク金具の場合の0.'9分よりは長いが，梯子の移励

における’･00分よりもはるかに短かいのである。なお

「その他」は，改良鋸の場合が最も長いが，これは竹竿

による枝打作業が疲れやすいことを示しているといえよ

う。

○スパイク金具の利点

枝打作業についてのスパイク金具の利点は，以上の試

験結果に示しているように，まず第一に作業の能率が著

しく増進される点にあるが，その他にも多くの利点をそ

なえている。いまその主なものをあげると次のとおりで

ある。

1）持ち運びが簡単である。

従来の梯子は，演習林で使用しているものについて承

ると，長さ約3.6mに，重さが10kg内外で，作業地点

まで山内の嶮路を運ぶのは楽でない。竹竿の先に鋸をつ

けた枝打改良鋸も，重さは2.5kg程度であるが，長さが

5In近くあって持運びに不便である。これに対してスパ

イク金具は，鉄の鋳物製ではあるが，重さは’､5地位し

かない。また長さも触角の部分を含めて30cIn程度で

あるから手にさげて運べる。

2）高いところまで枝打ができる。

演習林の試験林では，梯子でも改良鋸でも差支えなか

ったが，もう少し枝下の高い木になると，梯子や改良鋸

では届かなくなる。梯子で届かないところは，木によじ

登って，という方法もあるが，それは大変な労力の浪喪

であり，また衣服を損じるものである。その点，スパイ

ク金具は，8～40cmの木であれば，自由に登ることが

できるから，どんなに枝下が高くても，少しも支障がな

いわけである。

3）林内の移動が容易である。

梯子や改良鋸では，足場の悪い林内では木から木への

移動が厄介で，ことに改良鋸は，うっかりすると，竿の

先を木にひっかけ，鋸を痛めるおそれがある。その点，

身につけることのできるスパイク金具は，簡便で移動に

都合がよい。

4）作業の安全性が高い。

すでに述べたように，スパイク金具は，同じく木に登

って作業をしていても，梯子よりははるかに安全性があ

る。改良鋸は，地上から作業するから安全であることは

確かだが，それも足場の悪い所では，作業に気をとられ

皇

喉

罫
可且

砧

萱
、
《
鍼

訂正箇所 訂 正

頁|行’ ’誤 訂正

柵外

､第1表

〃

左上から
4行目
右上から
3行目

京都大学教授

根元直径の単位cm

生重量の単位がおちて
いる

多く保続しておきたい

b…対成長係数

京都大学助教授

Xnln

(9)

多く保続してゆきた
い．

b…相対成長係数

４
４

〃

８
８

上記のように誤植を訂正いたします。

編集部
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者が職種別，年令階層別にどのようなことを望んでいる

かを早急にサンプリング調査法でつか承，今後の編集ス

タイルを決めてほしいと思います。（調査方法は十分検

討されるべきであると思います）

以上の外私なりに本誌について気のついた点について

編集委員の方盈にご検討を要望するという型で，また皆
さんにご意見を求めるという考えから2，3記述いたし
ます。

表紙と紙質は．…厚手の良質を．…カラーを…・

林業関係の雑誌として出版されているもののうち，編
集技術のすぐれているのは，森林資源総合対策協議会の
｢グリーンエージ」また会団の性格を明瞭にうち出して，

その内容もスタイルも特徴のあるのは，林業機蜘上協会

の「林業磯械化情報」や林業改良普及協会の「林業新知
識」であるように感ぜられます。

私のところに毎月送られて来る「林業技術」を手にし

たとき，まず感ずることは表紙の紙質が悪く，薄手すぎ

ることであります。表紙にかざられる写真は写真コンク

ールの優秀作品であるにもかかわら壷，紙質が悪いので

折角の名作品も大分見おとりがするし，また雑誌そのも
のからうけるヤスッポさは私の象の感覚であろうか？．．

もう少し厚手の表紙でカラー印刷により近代感覚の椛
図についても改善される必要があると思います。

頁数は．･･･いまのままか－減頁へ…・

編集委員会等でいつも問題となるのはその内容はもち

ろんであるが頁数であると聞いております。協会が会費

で運営されている以上，その人件喪等の維持費を除いた

大部分の経識はこの会誌出版費に支出されているし，ま

た年度予算もそのように組まれているようであります。

この予算を効率的に使用するに当って編集委員のかた

がたはその没用のかけどころを十分検討されているかど

うかは知りませんが，少なくともこの頁数と編集方法に

ついては予算執行上から少なくとも相関関係の高いこと

はご承知のとおりであるのでこの面から十分検討される

べきだと思います。またこのことは会団の育成あるいは

発展におよぼす影響はきわめて大きいものといわねばな
りません。

よく話に聞くことは，「もっと頁数をふやして記事の

内容を豊溌にしろ./」「会員の原稿はできるだけ掲載し

ろ./」「もっと頁数を減らして内容を充実しろ／」等灸

読者，関係者の意見は千差万別であります。

私は般近のように林業関係の雑誌や新聞がぼんらんし

ている時代に，この本の象を読んで満足している読者は
少ないことと思います。

技術革新時代といわれる現代，新しい科学技術の情報
や専門番を必要に応じてそれぞれ読まなければならない

時代に，この雑誌が読者のそれぞれの立場でどのような
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｢林業技術」誌の

編集方針の近代化を望む

⑪

赤城南湖

私は日本林業技術協会へ負として，すでに20年余り

縦置いたことになるが,この会団の機関紙である｢林
業技術」を愛読している読者の一人として，その編集方

法についてご意見を申し上げます。

本誌の編集内容はたんてきに申せば時流に乗った近代

感覚をとり入れたものとはオセジにも申し上げられない

ような気がしてならない。読者の要望にそうような記事

が掲戦されているか？また編集技術の近代化が図られて
いるか？。

今年で日本林業技術協会は創立40周年に当り童すが，

この40周年を契機として，「林業技術」も新しく生

れかわったズタイルと内容で，さらに発展充実されるこ

とを願うのは私ばかりでなく読者のかたがたもご同様に

希望していることと存じます。

愛される機関紙としてわれわれがそだて上げたいと思

う心底には，われわれの唯一の機能団体である日本林業

技術協会を愛すればこそ，このようなことを書くのであ

るとお考え下され，編集委員のかたがた，理事のかたが

たにおかれましては，この問題を十分広い視野からご検

討をお願いいたします。（あまり大きな事をいうな...）
まず問題が出て来る原因として，本誌の編集方法，ま

たは内容について，果して今まで編集担当者は，会員の

アンケートを取ったことがあるであろうか？最近の出

版物を見ていると，そのほとんどが読者カードが挿入さ

れており，読者のこの面に対する意見を求める手法が，

マーケッティングの一手法としてとり入れられているこ

とを認識すれば．････

本誌は行政協力を主として設立されている団体から出

される出版物と異なり，技術者1人，人からの会喪をも

とにして運営されている機能団体の機関誌としての役割

を果すためには少なくとも，読者層の分析によって読者

の要望する記索を適期に掲戦することが，鐙も大切なこ

とではないだろうか？私はまずアンケートによって読

鐸
《
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赤城：「林業技術」誌の編集方針の近代化を望む

目の通し方をしているであろうか？この点についての

調査を行なうことにより編集内容が定まり，頁数が決っ

て来ると考えます。少なくとも限られた予算で論集する

以上頁数をふやすよりも，その内容の充実した雑誌にし

てほしいと思います。公務員も，学生も，会社員も，林

業経営者も，これを手にすることによって，日常の生活

からはなれた林業技術人としての社会感覚がおのずから

わきあがり，また会員の交友のイメージが出現して来る

ようなものにするために，もう少し減頁してもその内容

とデザインを充実することが必要と鑑もいます。

記事の内容は…技術とマネジメントとの組み合わ

せず、．・・・

私達のようにいろんな雑誌や新聞を官費で購入してく

れて，自由に目をとおす機会にめく・まれているような職

域にあるものと，この会誌を唯一のよりどころとしてい

る人達と，いろいろの読者の立場によって記事の内容に

ついての愈見はまちまちであると思います。従って編集

委員のかたがたもこの点にいろいろご苦心を払らわれて

いることを身近かに感ぜられますが，この問題について

私が申し上げたい事ば，技術誌であるからには技術研究

を主体とする内容が編集のポーンになることについては

異論がありませんが,これらの技術に関する研究論文,紹

介記事は他の林業関係（諸外国を含む）の雑誌に月食掲

赦せられている記珊の目録を少なくとも紹介するとか，

一つの新しい問題をテーマにして主要な論文を掲載する

とかまたは目録として紹介するとかして，技術者の研究

または教養の手段のガイドブック的な講座またはページ

を作ることにより非常に読者に便利を与えるばかりでな

くこれを毎月こまめにやることによりある時期にこれを

まとめて単行本として出版するとかして相互の利益をも

たらすことになると考えられます。

特に私が申し上げたい事は経営管理＝マネジメント＝

事務改善…等。林業技術に密着させた経営合瑠上に必

要な経営管理技術の手法の解説とその技術普及活動を本

誌を通じて行なおうとすることは不適当であろうか…。

常に動いている科学技術の動向と，その技術を経営内

部にとりいれて行く場合の経営管理技術の確立のため

に,ForestManagementEnginering(F.M.E)の指

導書としての役割を本誌にもたせるようにしたらいかが

かと考えます。

国有林の経営合瑠上が生産力増強計画によって打ち出

されているとしても，その具体的内容については，まだ

まだ技術的に検討を要するものがあり，またその計画編

成内容にしても，事業実行部門がこの計画によって安心

して，予算統制や経営管理が適切にできるような具体的

な内容を計画にもりこむ方式等について十分研究をする

必要があります。いずれにしてもこれらの検討の過程に

マネジメントに関する新しい手法を早く国有林野経営の

内部のなかにどのように導入していくか，またその技術

をどうして教育していくかを十分研究が進められていく

こととなるしまた現にこの検討が個別に進められるの

で，このような問題をとり上げて討論したり指導する場

として本誌が与えられれば関係者の本誌に対する利用度

は非常に高められるでありましょう。

農林漁業麩本間題洲査会が昨年10月「林業基本問題

と埜本対雛」を政府に棒申したのを契機として，関係新

聞や雑誌がいち早くこの問題をとりあげて関係者の注意

を喚起していることは皆さんのご承知のとおりでありま

すが,本誌においても，林野庁の横瀬技官がわれわれ似
ためにきわめてわかりやすくその内容と問題点についぞ
述べられて溝ります。この答申を機会に特にこの林業構一

造政策が国有林を拠点として進められていく方向づけに

対しては，特に国有林経営管理面から十分な対策資料の

整備を行ない，現に問題となっている地域，または問題

になると予想される地域について十分その処理方針が定

められる資料が作成される要がありますが,このために

も新しい経営管理技術の導入と経営組織の確立への研究

態制の整備が緊要と考えられるが，このソースとなるも

のは近代経営管理手法の研究に他ならないと思います。

私は以上のような2点をもとにして経営管理技術の普及

指導のページをとるように提案致しますが，いずれにし

ても編集方針は場当り的でなく’年間計画を十分審議し

て委員会で決定し，毎月の編集業務は事務局に一任し,

特に編集担当者は綱集技術に秀いでた専門家の指導を当

分うけることにより，専門的にこの業務を担当できる責

任者を専任することが本誌の面目を高める一手段かとも

考えられます。

会費については・・・･現状のまま…．

年450円の会畿の見返りとして「林業技術」の刊行

と，写真コンクールと研究発表会等がこの会団の行事で

あった。できるだけ会灘を安くし，できるだけ技術者に

サービスしようとしている会団の運営担当者の気持は私

達一同常日頃感謝しており童すが，私は特に会費につい

ては当分現状のままとし，記念事業を契磯として，経済

活動をもう少し秋極的に行なって，そのあがる利益の何

％とかを機関紙の充実のために還元することが一般地方

会員として，林業技術協会にさらに密着する機会を深め

ることになるのではないかと考えます。何事も会団その

もののマネジメントの研究こそがこれらの意見が出て来

る前に論ぜられなければならないのかも知れない。

（36．1．15成年の日に’赤城山麓で）
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一

とりあげ，地被物の肥効と施肥の関係にふれている。植

え付けでば，植え付け技術を大きな問題としてとりあげ

ている。重点は従来学者や実務家が，とかくなおざりに

している補植率，1日1人の植え付け功程などで，再検

討して実地に生かすべきものがきわめて多い。

以上のしめくくりである「短伐期林業の是非」では，

短伐期は好むと好まざるとにかかわらず，進められてい

る。このためには短伐期によって生ずるマイナス面，す

なわち,林地の荒廃などを十分研究して,自然法則にかな

った林力増強をはかるべきであることを強調している。

また「林力増強」では，林種転換，樹種改善，のため

に起こる薪炭林，特に木炭の問題，林力増強が多く推進

されている5～30ha階屑の入廷の考え方，さらに》奥

地林の開発と跡地更新の問題，などにふれている。

最後に，「林学，林業を生かすもの」で林学と林業と

林業技術の関連をとき，「林業を生かすために技術が必

要となり，この技術を生かすには，学問の裏付けとイキ

モノに対する暖かい人間の愛情が必要となる」と結んで

いる。

わたしは，この著雷の内容にややくわしくふれてみ

た。それは，この著溌で，特につよく感じたことだが，

著者の日頃の造林に対する貴重な研究や体験や考え方を

わかりやすく具体的に述べられており，広く江湖に紹介

したいと思ったからである。ことに，この著書はきわめ

て読承やすく，読者の心につよく共感をさそう迫力のあ

る文章でつづられ，近来まれに承る名著であると確信す

るからである。すでに述べたように，この著書は，造林

技術の反省を要する問題について非常に平易に理解しや

すく記述しているから，まず，一般の山林所有者の皆さ

んにぜひ一読されることをおすすめしたい。そうして，

私有林でつふかされられた造林技術をもう一度見直して

いただくとともに，私経済をプラスにする林業経営の考

え方をやしなうのに絶好な著書だと思う。また国有林で

も，林業基本問題に関連して造林技術の改善が大いにさ
けばれ，各営林局でばそれぞれ造林推進協議会をもうけ

て熱心に再検討を始めている。この著書はこの面でもわ

れわれに大切な反省資料を提供している。こんな意味で

国有林関係者も広く読まれて，国有林の経営や技術のあ

り方を考えなおすのに，好個の著書であると確信する。

（東京営林局川床典輝）

渡辺資仲著

「造林技術の再検討」

A5判52頁定価70円送料8円

発行･"･･･日本林業技術協会

さきごろ渡辺さんがご病気だとうかがった。その渡辺

さんが，この著謹をかかれた。わたしは，元気になられ

たのを心から喜びながらこの著書を読ませてもらった。

この著書は16の節にわけ，まず，「これからの林業」

はソ戸バンにあう林業でなければならない。このため

に，造林技術を再検討したいと目的をばっきり述べてい

る。つぎに林業の持つ公私的な性絡にふれ，さらに，林

業と国民の実際的経済面でも，林力が瑠強されれば国民

の生活は高まってくるとしている。そして合理的な林業

経営によって，私有林では，私経済ばかりでなく，公的

な性格も同時に達せられると述べている。

つぎに，ソロバンにあう林業経営として，短伐期，収

穫の保統，除間伐収入などをとりあげて，本論に入って

いる。短伐期林業は，育林面と利用面から考えられる。

育林面では伐期低下をもたらす手段として，品種改良，

林地施肥，造林適地の判定，外国樹種の導入，育林技術

の向上などがあげられている。利用面では，製材技術の

進歩，人造板，合成材の発達，建築技術の進歩，家屋構

造の変化などで，以前より細いものが使用されるように

なった。

青林間では，まず林木育種の問題をとりあげ，品種改

良をほんとうに理解して実行することを強調し，サンブ

スギのようにサシキでそろった林を育てれば，従来の実

生のものより2～3倍の収穫を期待できる。また林地施

肥では，栽培林業へと移ること，造林適地の判定のため

には，植えつけ前の土壌調査はもっとも大切な仕事であ

ることなどを強調している。

短伐期林業でもっとも著者が重視しているのは，外国

樹種の導入と，育林技術の向上である。

「外国樹極の導入」については，めずらしがりやの日

本人の流行好みに，猛省をうながし，とり入れるものを

棋重に検討すべきであるとしている。ストローブ，テー

ダマツなどのほか，タンニンアカシア類，ポプラ類，カ

リベアマツ，モクマオウなどいろいろあるが，大勢で研

究して，10年かかるところを1年で終らせる現地適用

試験のような体制を強化すべきであると述べている。

「育林技術の向上」については，現在造林技術で実行

しているものに，きわめて大切な忠告がなされている。

「育苗｣，「地栫え｣，「植え付け｣，「手入れ」など節を分

けているが，特に，地栫えでは，火入れ地栫えの功罪を

＆
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の同一年齢のものに対して3．2倍で，他のものもそれぞ

れ1.5～3.0倍で,､上位16カ所の平均は2．1倍の成紙を
示している。

(3)今回のこのコンクールでは，3年生以上であること
を一つの条件としたが，第1位のスギ7年生造林地と佳
作のアカマツ3年生造林地以外はいずれも4～5年生が
入賞し，おのおの総平均年樹高成長は最低65cmから
最高124cmとなっていて，入賞のものの平均は100cm
である。

仏）上位3名の入賞者はいずれも農家であり，集約な土
地利用，集約施業を行なっている。1，2位いずれも間
作により林業の初期投資の回収をはかりながら，同経営
における林業の比重は年を増加しつつあり，林業にはこ

とさら熱心な人,々である。施肥についてば，立地条件施

肥時期に応じ種なの肥料を用い，また，連年施肥を実行
している。

林地肥培は今後これらの〃林木成長増大日本一〃の人

盈を先頭にして，ますます前進をするであろう。時あた

かも林業基本問題の答申で林業の生産性について何らか

論議が交わされている。林木育種と肥培とが入賞者のご

とき，現実の研究工夫にささえられ，さらに「堅実に未
解決事項を解明しつつ，全国津々 浦凌に大きな前進をす
ることを，この際改めて林業発展のために念願したい。

艇林大臣賞第1位スギ4年生肥培地

鹿児島県鹿屋市野里町南橘盛蔵氏
林野庁長官賞第2位スギ4年生肥培地

秋田県仙北郡南外村高寺欣一氏
〃 第3位ヒノキ5年生肥培地

岡山県上房郡有漢町五森喜市氏
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昭和33年4月森林資源総合対策協議会が中心となっ
て，広く林学林業界と肥料業界に呼びかけ発足を見た林
地肥培研究会（会長長谷川孝三，事務局林総協）で
は，林地肥培が熱心な森林所有者によって相当な成果を
あげているとの見解のもとに，昭和35年度第1回の全
国林地肥培地コンクールを行なった。そして同会は本年
4月5日の第4回総会において，挫林大臣賞1名，林野
庁長官賞2名に対する授賞式を行ない，これら上位入賀
者の他に，会長賞3名，佳作8名の入賞を発表した。こ
れらは全国38都道府県（例年にない大雪で参加しえな
かった県が多い）から各県2点までにしぼった，応募71
件から選ばれたものである。

詳細はいずれ同会から紹介されるのであろうが，上位
入覚の分の傾向を示して承よう。

(1)16件の中半分はスギ造林地であるが，ヒノキ，カ
ラマツ，アカーマツの造林地も_上位入賞を得ている。
(2)まだ林地肥培が全面的に取上げられたとばいい得な
い現在，自信を持って応募したこれらのものはいずれも

立派な成績のものであり，樹高について見るならば第1
位のものは，より立地条件のよい同一人の無肥料対象区

＆
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し
て
の
判
断
が
重
要
で
あ
る
と
、
私
は
こ
の
言
葉
を
思
い
浮

べ
る
た
び
に
顔
が
赤
く
な
る
。
田
舎
の
、
機
械
、
器
具
、
文
献
な
ど
の
な
い
地
方
で
、

頂
分
が
疑
念
を
い
だ
い
て
い
る
聯
柄
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
っ
て
行
な
っ
た
実
験

の
結
果
は
、
そ
の
追
求
の
し
か
た
が
百
姓
試
験
と
い
わ
れ
よ
う
と
も
翼
実
性
が
あ

り
、
そ
の
時
限
で
の
一
つ
の
証
明
と
な
る
の
で
、
そ
の
結
果
は
幾
重
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
も
の
の
中
に
は
研
究
者
が
証
明
を
欲
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

結
果
の
累
籏
が
あ
る
技
術
の
確
実
性
を
証
明
し
、
あ
る
い
は
ま
た
ゞ
新
し
い
技
術
の

糸
口
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
４
Ｈ
ク
ラ
ブ
の
研
究
、
林
業
技
術
コ
ン
ク
ー
ル
発
表
、

春
の
林
学
会
に
も
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
認
め
ら
れ
て
来
て
い
る
の
は
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き

こ
と
で
あ
る
。
百
の
説
法
よ
り
も
一
つ
の
事
実
の
証
明
で
あ
る
。

こ
の
春
の
林
学
会
大
会
も
例
年
に
な
ら
っ
て
多
く
の
研
究
者
の
グ
ル
Ｉ
プ
の
会
と

し
て
立
地
、
肥
培
、
育
種
、
生
理
な
ど
の
会
が
催
さ
れ
た
。
｛
重
Ｉ
ス
の
つ
ぎ
に
ニ

ュ
ー
ス
ハ
イ
ラ
イ
ト
が
あ
る
よ
う
に
新
し
い
仕
事
を
す
す
め
て
い
く
上
に
は
問
題
の

焦
点
を
拡
大
し
て
染
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
問
題
が
多
す
ぎ
て
そ

の
た
め
に
本
体
の
事
の
重
要
さ
が
薄
ら
い
で
来
て
は
な
ら
な
い
。

幾
業
の
進
歩
は
す
ば
ら
し
い
。
ミ
カ
ン
を
た
べ
て
も
タ
ネ
の
あ
る
も
の
は
な
く
、

口
の
中
に
い
れ
る
と
皮
が
自
然
に
と
け
る
よ
う
に
う
す
い
。
リ
ン
ゴ
、
カ
キ
も
同
じ

よ
う
な
進
歩
を
と
げ
て
い
る
。
稲
作
に
い
た
っ
て
は
三
年
継
続
豊
作
の
記
録
を
た
て

て
い
る
。
ま
た
食
品
加
工
も
物
凄
い
勢
で
進
承
、
人
工
衛
星
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
イ

ン
ス
タ
ン
ト
時
代
を
現
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
林
業
は
ま
だ
新
品
種
の
創

成
も
実
用
の
域
に
達
し
て
お
ら
ず
、
森
林
の
経
営
に
も
劃
期
的
な
改
良
が
も
た
ら
さ

れ
て
い
な
い
の
で
恥
か
し
い
限
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
ほ
樹
種
に
め
ぐ
ま
れ
、
気

候
が
複
雑
で
あ
り
、
所
有
の
形
態
も
こ
承
い
っ
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
が
、
林
業
の
技
術
を
習
得
す
る
い
わ
ゆ
る
臨
床
実
験
を
経
て
い
な
い
者
が
臨
床
実

験
の
場
に
多
く
い
る
こ
と
に
も
よ
る
も
の
と
考
え
る
。
医
者
が
開
業
す
る
に
は
臨
床

実
験
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
人
の
技
術
が
、
そ
の
人
の
身
を
ま
も
っ
て
い
る
が
、
林

業
の
技
術
者
が
林
家
と
し
て
た
だ
ち
に
身
を
た
う
る
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
自
信
の
あ
る

人
は
少
な
く
て
、
公
営
林
業
の
上
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
い
る
人
が
多
す
ぎ
る
。
し
か

も
林
業
は
結
果
が
え
ら
れ
る
の
に
年
数
が
か
か
る
の
で
、
そ
の
間
隙
を
ぬ
っ
て
評
論

家
が
は
び
こ
り
す
ぎ
て
い
る
。
む
し
ろ
民
間
の
か
く
れ
た
技
術
が
公
営
林
業
を
助
け

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
を
打
ち
破
っ
て
進
め
る
に
は
林
業
技
術
者
の
一
人
を

友
が
お
の
お
の
の
現
場
で
一
つ
一
つ
の
事
実
に
基
づ
い
た
実
験
で
築
き
あ
げ
て
い
く

べ
き
で
あ
る
。
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
繰
返
え
さ
れ
た
欧
米
の
直
訳
林
業
か
ら
日

本
の
気
候
、
経
済
環
境
に
即
し
た
、
日
本
独
特
の
道
を
開
い
て
い
く
に
は
、
芸
の
こ

ま
か
い
実
験
の
累
積
に
よ
る
技
術
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
Ａ
・
Ｉ
）

を

実
験
の
つ
み
か
さ
ね
を

蓉
彦

Ｅ

《
「
雲
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易驚菫菫協賛方ご依頼について
一 ー

会員の皆様へお願い秒
８
－
昼
『
’
“
画
画
璽
ゴ
ー

本会は昭和36年に創立40周年を迎えますので，記念事業を実施するため，別項の趣意書の通り，その資金

を募集中であります。何卒下記により会員の皆様がら応分の浄財をご寄付下さるようお願い申上げます。

なお，この資金募集は一般会員100万円，その他の協賛1,200万円を目標とするものでありまして，会員外か

らの協賛を得ることにつきましては別途それそれ各機関を通じてご依頼中でありますが，会員の皆様の絶大なる

、

篭 に
ご支援をお願い致します。

慧鎧鱒永聡｡““‘、月”"｡_企‘“4
..＝

尻

r
I

｝送金
3．募集

昭和

〉

恋』鱒…混

支部所属の会員は本会の各支部に

瀞１
１

末日までに延期いたしました。

窃

一

頃
己
９
，
タ
テ

一

ごー

側記念出版

前項の先輩十数氏の「伝記集」及び第二の国民であ

る中・小学生に，日本林業の実態をPRする目的を

以って「私達の森林」を再版刊行する。

2．所要経費見込額

（1）林業技術センター建設

敬地購入650万円建築費600万円

施設・調度等50万門計1,300万円
（2）記念造林

新植費100万円補植斐15万円

手入費35万円計150万円

（3）記念碑建立5万円

記念出版の経費は事業変でまかなう。

3．資金募集計画

（1）募集目漂

1,300万円とし，うち一般会員から100万円，その

他からの協賛を1,200万円とする。

（2）募集期間昭和35年11月1日～昭和36年4月末日

40周年記念事業資金募集要綱

1．記念事業の主なもの

（1）林業技術センターの建設

文献資料を蒐集，整備し，広く一般に紹介すると共

に照会，相談に応ずる°建物不燃性建造1階建坪

約60坪。倣地130坪。内部機造図譜室(18坪）

資料室（18坪）整理室・閲覧室（12坪）その他（12

坪）

低）記念造林

東京営林局管内平塚営林署湯河原国有林に，約20ヘ

クタールの部分林を設定し（申請中)，各種有用樹

種を造林し模範林とする。

（副記念碑の建立

正しい林業技術を基盤として，国有林の経営，民有

林の行政について尽力し，今日の林業の基礎を築い

た先薙の功績を永久に讃え，後進の禰起をうながす

ため，館内の庭石に一文を刻んで記念碑とする。



4．記念事業推進委員会の設置

本事業を推進するために委員会を設置する。

委員会の名称日林協40周年記念事業推進委員会

委員会の#鰔

顧問林野庁長官，林業試験場長，野原・柴田

両国会議員，三浦・横川両元林野庁長官

委員長松川理事長

・副委員長石谷顧問

委員林野庁各部長・課長・課長補佐，林業試

験場各部長・科長，林業識習所長，各営

林局長・各部長・各課長，各林業試験場

支場長，各林木育種場長，各営林署長，

各都道府県林務部長・課長，各都道府県

林業試験場長，学術会識各会員，各大学

林学科主任教授，業界各団体代表，民間

林業技術者代表，本会理事・監事

幹事本会専務理事，常務理聯以上 ｉ
＃
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口社団法人日本林業技術協会40周年記念事業推進委員会

委員長松川恭佐

副委員長石谷憲男
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第8回林業写真コンクール入選発表

主催日本林業技術協会・全国林業改良普及協会

後援農林省・林野庁

・協賛小西六写真工業株式会社

選評：第’部今回は応募数も約'000点で昨年の3倍になったばかりでなく，技術的にも数段の向上

が見られた。例年のように同じような題材を扱ったものが多かったが林業という限られた枠の中で，変わっ

た題材も強要することはできまいと思う。大臣賛の「釧路川のイカダ」は地方色がよく出ているし，柵成の

むずかしい全景写真ではあるが，非常に栴調の高いものになっている｡全員文句なくこれを大隠髄に推した。

第2部39点の応募があったが，駒数が多く整理が出来ていない。したがってポインi､が明確でないも

のが多かった。’席の入賞のものも’枚なたがよい写真ではないが，カメラアングルが面白い。しかし反面
カメラをもてあそびすぎているという感じもする。一層の研究が望まれる。

第3部現場の仕事に役立つものであれば，写真としてのよさという点で欠点があってもよいではないか

という趣旨で審査した。（群査員塚本閤治）
第1部一

特選農林大臣賞（1名）3席（'0名）

松井和実「釧路川のイカダ」帯広市西五条南11丁目中村孝夫「馬酔木のトンネル」鎌倉市大町220美珈
内1席林野庁長官賞（3名）

今堀幸「砂丘育苗」高槻市上田部280 古俣近建「若い杉林」新潟県西茄原郡巻町13区

小杉重吉「樹根」札幌市南二条西22丁目小杉重吉「桂大樹の根」札幌市南2条西22

岡村青昊「隅田川をのぼるイカダ」柘植教利「選苗をする人を」岐阜県大野郡久を野町
千葉県山武郡白里町原

市川文夫「一ぷく」長野市吉田町押鐘149の6
2席日本林業技術協会賞（5名）

確氷彬雄「筏師」神戸市生田区楠町1丁目34 平本国行「若木」八王子市子安町530

細江光洋「ソリを運ぶ人達」高山市名田町5－18 佐藤勇治「薪出し」青森市長島85の1

青野茂「冬山に働く人を」夕張市鹿島市’番地栄加藤潔「水ごけ」高山市名田町久を野営林署
町4－1O

安東信「砂防造林に働く女達」鳥取県庁林務課 柴田勇「残った松の木」岩手県久慈市十八日町

下川衛「貯木場」福岡県筑後市津島''0’安東信「切炭」鳥取県庁林務課

尭
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佳作（20名）石原佑一「スキー場にて」韮崎市神山町
須智実「日光茶の木平原生林にて」 大野義太郎「被雪枝をまもる」静岡県三島市六反田6

世田谷区松原町3-980の4
加賀谷重雄「鉄道防風雪林を行く」 官野秀-r冬木立」福島県安達郡安達町油井字前作

芦別市北一条東1丁目 岡田崇嗣「カラマツ」高山市名田町久を野営林署
中村孝夫「橋上を行く軌道車」

鎌倉市大町220美陶内 佐藤勇治「杣夫」青森市長島85の1

垣見揚一郎「花嫁到来」島根県農義郡伯太町 赤坂宗一「伐採作業中」八戸市桝形13番地
早藤照雄「苗木」岐阜県大垣市川ロ町299 高松利信「高尾営林の伐採場」調布市下布田町.1053

里瀬勝「山麓の人工林」北海道上川郡新得町二 敏蔭英三「伐採の人だ」浦和市高砂町5の198
条通り5丁目市川文夫「雪中の働く人を」長野市吉田町押鐘149

福田行雄「伐採」岐阜県吉城郡神岡町下今町3の6
田上一生「日除けのトンネル」 沢勝巳「丸太を作る人を」神戸市長田区川西通り

岐阜県林業試験場5の13
弁上稔「植林された山」尼崎市西本田39南谷選「板積歌」岐阜県益田郡金山町

第2部

柴田

西島

村岡

大住

特選農林大臣賞（1名）

該当者なし

1席林野庁長官賞（1名）

稲森秀夫「冬山に働く人左」群馬県利根郡片品村須
賀川

2席全国林業改良普及協会賞（1名）

大脇錘司「檜笠づくり」岐阜県加茂郡八百津町和知

3席（6名）

勇
也
浦
敦

達
松

｢オカクズ木炭」岩手県久慈市十八日町

｢炭を作る人を」岩手県岩手郡西根村大更

｢防風林について」千葉県館山市北条2290

｢わが部落の難鱸靴軸町柴名3“
｢苗畑の千代ちゃん」

岐阜県濁1I1市宗猷寺町

｢育苗」長野鼎撒紡市弁天

角川敏雄

今井照視
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第3部一

2席全国林業改良普及協会賞

別府市亀川町上町長谷川満栄「造林のすすめ」島根県簸川郡佐田村
3席（1名）

岩手県岩手郡西根村大川野高義「冬山に炭を焼く」高松市花園町
更第21地70

特選農林大臣賞（1名）

河野道弘「椎茸と共に」

1席林野庁長官費（1名）

柳谷耕「北上高地」

基
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会務報告
一一

◇第8回常務理事会

3月7日12時から本会で開催した

出席者大隅，福田の各常務理離と

本会から，松原，成松

◇第12回編集委員会

3月8日3時から本会で開催した

出席者岩崎，松原，倉沢，猪瀬の各委員

本会から，松原，橘谷，八木沢

◇編集委員の交代

草下正夫氏が西パキス〃ンに赴任されたので，林業試

験場造林部第2育種研究室長石崎厚美氏に新らたに編集

委員をお願いした。

◇草下正夫氏は3月11日正午羽田発，コロンボ計画の

植林専門家として西パキスタンに赴任した。なお同氏

の住所は右記のとおり。

昭和36年4月10日発行

林業技術第230号
編集発行人松原茂
印刷所合同印刷株式会社

「
一

発行所社団法人日本林業櫛『協会
東京都千代田区六番町七番地
轍飴(331)4214.4215

（振替東京60“8番）

－

森 林航 測I
測量学に関する書ば多いが，特に

林を対象とする森林測量の承を詳
述したものは少ない。本書ほ森林

の経営管理のための林地測量・谷
際測鐙・河川測量・砂防測量・地

迄り測量など森林土木工事一般に

ついて実践的に具体例をもって記
述している。

主要目次は緒論・境界測量・図根
点測量・区画線測量・森林土木測
量・森林図および地形図・測量調
蜷における最小自乗法・三角測量

写真測量・補遺・実習など測量技
術者の必挑図書〃

篝胃量菫共著
A5.P376.¥680.〒70

林業経済学松島良雄700

林業会計入門石黒富美男280

林業金融入門山崎誠夫350

‘林業地代論入門中山哲之助320

t林業価格論半田良一380
イ

(林業発展史船越昭治400

{改訂
‘林価算法及較利学吉田正夫280

騒撫:噸::：
|森林気象“Ⅱ'…‘,”

糊 要

＝輿
中島巖著

A5.P250.¥550.〒70

最近の航空写真撮影の器械や感光

材料の進歩は航空写真撮影の地上

調査を可能ならしめた。そして航
空写真から何を引き脳し，またど

うすればそれをもつとも有効に利

用することができるかを実際的に

平易に解説したものである。

本書により与えられた写真資料を

基にして適確な地上澗査を可能に

し，総合的な測鼠計画を樹立させ

ることができる。その応用範囲は
森林測量・平地測量・沿岸測戯河

川測鐙・土壌調査・材積推定など

であり総合的国土開発のために関

係者の必読の図害〃

遡溺蝋搬膨社脳
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:＝ シロアリの研究・シロアリの種類と分布・シロアリ

の生態・シロアリの被害．シ戸アリの探知法・探知
＝：

法各論・シロアリ防除法・防除法概説・防除法各論

B6･(写真150･図表100挿入）美装頓
■￥380円〒35円

＝一‐~一好評発売中一三
二＝

① 辞典林業新語500
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ーーーー---②安倍慎著百万人の木材化学

言各冊B6③池田真次郎箸森林と野鳥の生態
三ビニール．④山崎慶一著世界林業経済地理
言美装頓⑤吉田好彰朧修木場の歴史
ミニ里垣菫⑥佐藤武夫箸森林と水の理論

⑦宮原省久著日本の製材工場＝

⑧山崎慶一著転換期に立つ日本林業
三④ノミ
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東京都千代田区大手町2の4新大手町ピル

振替東京180464電話東京（211）2671～4森林資源総合対策協議会

改正規格によるメートル法の材積表.ノ

i 木材技術研究会編 好評重版出来〃 木材技術研究会編 好評重版出来〃

製材品材積表
A6判212頁美本定価250円〒16円

丸 太材積表j，

A6判232頁美本定価250円〒16R

本年1月1日から施行される新らしい「日本農林規

絡」に完全準拠して計算したメートル法による詳細な

丸太の材積表です。計算方法・括約寸法などは新規格

に一致しているのは勿論で，さらに短尺物も追加して

入れました。

内容1．規格の抜すい，表の使い方

2．1本だけの材積最小径2～100cm,長さ

0.5～20.0m3.1本～100本までの材積最

小径2～100cm,長さ0.5～12.0m4．付

表（電柱用素材・坑木の標準寸法と材積表，主要

樹匝の単位重鐙・容讃表，貨車の種類および大小

表，木材の標準積赦数量等を）

☆木材関係書多数・目録呈☆

本年1月1日から施行される新らしい「日本農林規

格」に完全準拠して計算したメー1､ル法による詳細な

製材品の材積表です。

内容規格の抜すい,表の使い方板類(板・

小幅板・斜面板・厚板）挽割類（正割・平割）

挽角類（正角・平角）付表（主要樹極の単位

重量・容積表，貨車の種類および大小等を）

特色1．各類の各寸法にわたり1枚(木)～20枚

（本)までの材積が一見して分る。2．詳細な規

格の説明と表の使い方についての具体的な解説が

ついている。3．計算方法・括約寸法などは新

規格に一致している。4．細身の活字で非常に

見やすい。
東京・神田・小川町3の10
振替東京34757番 森北出版

一
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一
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ホ宮ムライトチェンソロ
伐木造枯ぃ猟も好調
卑

どんな樹種でも切味よく作業がはかどり取扱が

簡単，しかも維持蟹がどのチエンソーよりも安
く済象ますので非常に経済的です。

股も古い歴史を持つホームライトチエンソーは

現在国有林・民有林を通じ熾高の普及率を示
し，本機の優秀性を立証しています。

（
毎
月
一
回
十
日
発
行
）

）

ホームライト
アラツシユカツダー

力

ダイレクトドライブ5馬力・6馬力．7

馬力，ギヤドライプ7馬力。
ブラッシュキング専用下刈機等各種取揃 ソソーエンジン利用の

地栫え下刈り兼用機。

キシブルシヤフト式で

ら保守取扱が容易であ
且軽量強馬力で作業が

出来ます。

林
業
技

日本総代理店

＝國商工株式
冠賭

堪麟

電賭

硴弼

砿話

本社

分室

営業所

営業所

出穀所

東京郁千代田区神田五軒町4

束京都千代田区神田田代町20iu松ピル

大阪市柵鮎区上福島南1－56

札幌市北四条西7丁目

名古屋市中区湘焼町3～4宝塚ピル 術
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TU式索張実習用模型

谷藤機械工業蕊
東京･千代田･九段TEL(331)9821～5
束京･品川･西大崎TEL(491)4561～3

本社
工場


	表1
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	｢林業の基本問題と基本対策」について

	新らしい森林保険制度について
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	新刊紹介_造林技術の再検討

	最近の話題／こだま_実験のつみかさねを

	第8回林業写真コンクール入選発表

	協会からのお知らせ
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